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第１章 東京都社会的養育推進計画の基本的な考え方と全体像 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

○ 都内には、虐待を受けた児童や、何らかの事情により実親による養育が困難で、

公的責任において社会的な養育が必要な児童が約４，０００人暮らしています。 

 

 〇 都は、こうした社会的養育を必要とする児童が健やかに育ち、社会で自立して

いけるよう、子供の最善の利益を第一に考え、施策を推進してきました。 

 

〇 国は、平成２８年 6 月、児童福祉法を改正し、子供が権利の主体であることや、

家庭養育優先の原則を明記し、この理念のもと、平成２９年８月に、国の「新た

な社会的養育の在り方に関する検討会」は、子供の最善の利益を図るための永続

的な家族関係をベースにした家庭という育ちの場の保障である「パーマネンシー

保障」の考え方に基づき「新しい社会的養育ビジョン」を取りまとめました。 

 

 〇 都は、平成３１年４月に「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」を施行

し、子供を権利の主体として明記するとともに、虐待の早期発見・早期対応を促

進し、虐待を受けた児童の社会的擁護の充実や円滑な社会的自立を図るための取

組の充実に努めることとしています。 

 

 〇 このような中、都は、令和２年３月、令和２年度から令和１１年度までを計画

期間として、都の社会的養育全体の方向性を示す「東京都社会的養育推進計画」

を新たに策定し、施策の充実に取り組んできました。 

  

 ○ 計画策定以降、都の社会的養育を取り巻く状況は変化しており、都内では令和

２年度以降令和６年度にかけて８つの区が児童相談所を開設しています。 

一方で、都では単一の自治体では解決ができない広域的、専門的課題も顕在化

しているため、都と区が連携した取組が一層重要となっています。 

  

〇 国は、令和４年６月、児童福祉法を改正し、児童の権利擁護が図られた児童福

祉施策を推進するため、こども家庭センターの設置や一時保護所における児童の

支援の質の向上、妊産婦への支援、社会的養護経験者等の自立支援の強化など、

子育て世帯に対する包括的な支援策の強化を定めました。 

  

 〇 今般、こうした情勢の変化や国の策定要領踏まえ、計画の中間年において、新

たな「東京都社会的養育推進計画」を策定し、児童と家庭を支える取組をさらに

推進していきます。 
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（ 社会的養護の沿革）  

 
年 月

平成23年 7

○
○
○
○

家庭的養護の推進
専門的ケアの充実
社会的養護の下で育った子供の自立支援の充実
虐待防止のための家族支援、施設の地域支援の充実

平成24年 11

○

○

社会的養護の需給との調和を図りつつ、施設の小規模
化に伴う定員の削減を進めるため、都道府県計画を策定
今後十数年かけ、里親等、グループホーム、本体施設が
概ね３分の１ずつに

平成26年 10

平成27年 4

平成28年 5 児童福祉法等改正

○
○
○

○

子供が権利の主体であること
家庭養育優先原則
里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支
援、養子縁組里親を法定化、養子縁組に関する相談支
援を都道府県業務に位置づけ
児童相談所の体制強化等

7

11

平成29年 8

○ 都道府県計画の見直し（平成30年度末まで）
・　フォスタリ ング機関事業の創設
　　（令和2年度までに）
・　乳幼児の家庭養育原則の実現
　　（5年以内に）
・　家庭養育や施設養育推計、施設の適切な配置
　　（10年計画）
・　児童相談所・一時保護改革
　　（5 年計画）
・　特別養子縁組の推進
　　（5年以内に現状の約2倍に）

平成30年 7

平成31年 4

令和2年 4

12

令和4年 2

○ 社会的養育推進計画について以下の指摘
　　・資源の計画的な整備方針のための計画とすべき

　　・効果や課題について、適切な指標を設けて都道
府県に対して実態把握・分析を促していく必要性

6

○

○

○

○

子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及
び事業の拡充
一時保護施設及び児童相談所による児童への処遇や支
援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上
社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対
する自立支援の強化
児童の意見聴取等の仕組みの整備等

令和5年 1

令和6年 3

4

児童福祉法等改正

厚生労働省通知「一時保護ガイドラインについて」

「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」施行

「東京都社会的養護施策推進計画」
（令和2年～令和11年度）の策定

内閣府令「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」
施行

厚生労働省「令和3年度社会保障審議会児童部会社会的
養育専門委員会」報告書

東京都児童福祉審議会提言
「新たな児童相談のあり方について―「予防的支援」と「早期
対応」の抜本的強化に向けて―」

東京都児童福祉審議会提言
「児童相談所が関わる子供の意見表明を支援する仕組み
（子供アドボケイト）の在り方について」

こども家庭庁通知「都道府県社会的養育推進計画の策定
要領」

厚生労働省「新たな社会的養育の在り方に関する検討
会」（平成29年8月まで開催）

「新しい社会的養育ビジョン」策定

東京都児童福祉審議会提言
「家庭的養護の推進について－家庭と同様の環境における
養育の更なる推進に向けて―」

厚生労働省通知「都道府県社会的養育推進計画の策定
要領」

社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりま
とめ「社会的養護の課題と将来像」

国の動き 都の施策

東京都児童福祉審議会提言
「社会的養護の新たな展開に向けて―家庭的養護・地域化
の推進と切れ目のない支援－」

「東京都社会的養護施策推進計画」
（平成27年～平成41年度）の策定

厚生労働省通知「児童養護施設等の小規模化及び家庭

的養護の推進について」
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２  計画の 位置付け  

 

〇 本件計画は、 東京都全体の 社会的養育の 充実に 向け 、 子供の 最善の 利益を 確保

する 観点か ら 、 在宅で の支援から 特別養子縁組、 代替養育や自立支援な ど 、 一体

的かつ全体的な 視点を も っ て 策定する 計画で す 

 

○ 都道府県の 推進計画策定に 当た っ て の基本的な 考え 方等を ま と めた 「 都道府県

社会的養育推進計画の 策定要領」（ 令和６ 年３ 月） に 基づき 、「 東京都社会的養育

推進計画（ 令和２ 年３ 月）」 を 見直し 、 新た な 推進計画と し て 策定し ま す。  

 

 ○ 「『 未来の東京』 戦略」 の 推進に向け 、「 こ ど も 未来ア ク シ ョ ン 」 と 連携し 、「 東

京都子供・ 子育て 支援総合計画」 等、 関連する 計画と 整合を 図っ て いま す。  

   ま た 、 児童相談所を 設置する 特別区（ ※） が 策定する 社会的養育推進計画等と

も 調整を 図り 、 都全体の社会的養育の方向性を ま と めて いま す。  

 

 ※ 令和６ 年４ 月１ 日時点で児童相談所を 設置し て いる 世田谷、 荒川、 江戸川、 港、

中野、 板橋、 豊島、 葛飾の８ つの 区が社会的養育推進計画を 策定し ま す。  

 

 

 

 〇 児童福祉法、 子供・ 子育て 支援法、 子ど も ・ 若者育成支援推進法、 社会福祉法、

生活困窮者自立支援法等に 定め る 、 子供と 子育て 家庭を 支え る 様々な 事業等を 活

用し 、 本計画に定める 取組を 推進し て いき ま す。  
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３  計画期間 

 

 ○ 本計画の期間は、 令和７ 年度か ら 令和１ １ 年度ま で の５ 年間と し ま す。  

 

 

４  計画の 構成 

 

〇 本計画は、 ４ つの 章で構成し て いま す。  

 

〇 本章を 第１ 章と し 、 第１ 章で は、 計画の 位置づけ 、 期間、 構成に加え 、 計画の

基本要素と な る 、「 全体を 貫く 共通の考え 方」・「 理念」・「 目標」・「 視点」 について

記載し て いま す。  

 

〇 第２ 章で は、 都の 社会的養育の現状について 述べる と と も に 、 計画期間に おけ

る 都全体の 代替養育を 必要と する 児童数の推計、 里親等委託率の 目標値に ついて

記載し て いま す。  

 

〇 第３ 章で は、 計画で定める ９ つの 目標ご と に 、 現状の 取組、 課題を 明示し 、 計

画期間におけ る 取組の 方向性について 記載し て いま す。  

 

〇 第４ 章で は、 本計画の 推進に 向け た 取組や指標の 毎年度の 把握、 そ れを 踏ま え

た 達成状況の進捗評価について 示し ま す。  
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５  計画全体を 貫く 共通の 考え 方、 計画の 「 理念」・「 目標」・「 視点」  

 

（ 家庭養育優先原則）  

〇 児童福祉法で は、 第３ 条第１ 項に おいて 、 国及び地方公共団体の責務を 次の と

おり 定め、 子供の 「 家庭養育優先原則」 の徹底し 、 子供の 最善の 利益を 実現する

方針を 示し て いま す。  

 

※ 児童福祉法第３ 条の２ 第１ 項 

「 児童が 家庭に おい て 心身と も に 健やか に 養育さ れる よ う 、 児童の 保護者を 支援

し な け ればな ら な い。  

た だし 、 児童及びそ の 保護者の 心身の状況、 こ れら の 者の 置か れて い る 環境そ

の 他の 状況を 勘案し 、 児童を 家庭に おいて 養育する こ と が困難で あ り 又は適当で

な い場合に あ っ て は児童が 家庭に おけ る 養育環境と 同様の養育環境に おいて 継続

的に養育さ れる よ う 、 児童を 家庭及び当該養育環境において 養育する こ と が 適当

で な い場合に あ っ て は児童が で き る 限り 良好な 家庭的環境に おい て 養育さ れる よ

う 、 必要な 措置を 講じ な け ればな ら な い。」  

 

（ パーマネ ン シ ー保障）  

〇 国は、 計画の 策定要領に おい て 、 都道府県に 対し 、 こ ど も の 最善の 利益を 図る

た めの 「 永続的な 家族関係を ベース に し た 家庭と い う 育ち の 場の 保障、 いわゆ る

パーマ ネ ン シ ー保障」 の理念を 踏ま え た 計画策定を 求めて いま す。  

  

〇 パーマ ネ ン シ ー保障の 理念に 沿っ た 場合、 ま ず、 予防的支援に よ る 家庭維持の

た めの 最大限の 努力を 行う と と も に、 で き る 限り 家庭的な 環境で の 代替養育を 、

子供の意向等を 踏ま え 検討し ま す。  

ま た 、 代替養育の 開始の 時点か ら 、 児童相談所が 中心と な り 、 こ ど も の 意向や

状況等を 踏ま え な が ら 、 家庭に 対する 支援を 最大限に行っ て 家庭復帰を 目指し ま

す。  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【 計画全体を 貫く 共通の考え 方】  

 子供の最善の利益の 実現の た めには、 児童相談所は、 区市町村を はじ めと し た

関係機関と 緊密な 連携のも と 、家庭養育優先原則と パーマ ネ ン シ ー保障の理念に

基づく ケ ース マ ネ ージ メ ン ト を 徹底する 必要があ り ま す。  

こ のこ と か ら 、「 家庭養育優先原則」 と 「 パーマ ネ ン シ ー保障」 の ２ つを 、 計

画全体を 貫く 共通の考え 方と し て 位置づけ 、 取組を 推進し て いき ま す。  
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（ 計画の「 理念」・「 目標」・「 視点」）  

 

〇 「 家庭養育優先原則」 と 「 パーマ ネ ン シ ー保障」 の ２ つの 考え 方に 沿っ て 、 都全

体の社会的養育に 関する 取組の充実を 目指し ま す。  

 

〇 本計画では、「 ３ つの理念」、「 ９ つの 目標」、「 ６ つの 視点」 を 掲げ、 施策を 推進し

て いき ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 地域におけ る 切れ目な い支援の視点 

 ② 子供にと っ て の 最善の 利益確保の視点 

 ③ 心理的・  治療的ケ ア が必要な 子供への専門的支援の視点 

 ④ 大都市東京のニ ーズ と 特性を 踏ま え た 視点 

 ⑤ 広域的な 自治体の役割から の視点 

 ⑥ 子供を 含む家族全体に 対し 分野横断的に資源を 活用する 包括的な 支援の視点 

①  妊娠期か ら 一貫し て 、 子供と 家庭を 社会全体で 切れ目な く サポ ート

する と と も に 、 支援が 必要と な っ た 場合で も 、 で き る 限り 家庭で の 養

育の継続を 目指す。  

 

②  社会的養護が 必要に な っ た 場合で あ っ て も 家庭復帰を 目指すと と も

に 、 社会的養護の 下で 育つ子供た ち に つい て は、 家庭と 同様の 養育環

境において 、 健やかに 育ち 、 自立で き る こ と を 目指す。  

 

③  心理的・ 治療的ケ ア が 必要な 子供への 専門的な 支援に よ り 、 全て の

子供た ち の 安全・ 安心の確保を 目指す。  

 

３ つの理念 ＜基本理念＞  

９ つの 目標  

＜基本理念の 実現に向け 取り 組む方向性を 明ら かにする 目標＞  

① 当事者で あ る 子供の権利擁護の取組の 充実 

② パーマ ネ ン シ ー保障の 考え 方に基づく 支援体制の構築 

 ③ 家庭と 同様の環境に おけ る 養育の推進 

 ④ 施設におけ る で き る 限り 良好な 家庭的環境の整備 

 ➄ 心理的・ 治療的ケ ア が 必要な 子供への専門的な 支援の充実 

 ⑥ 社会的養護のも と で 育つ子供た ち の 自立支援 

 ⑦ 児童相談体制の 強化 

 ⑧ 一時保護児童への支援体制の強化 

 ⑨ 子供と 子育て 家庭を 支え る 専門人材の 確保・ 育成・ 定着 

６ つの 視点 ＜計画の推進に 当た っ て 留意すべき 視点＞ 
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（ １ ） ３ つの理念 

 

〇 本計画では 

  ・「 妊娠期から 一貫し て 家庭で の養育を 継続」 を 目指す理念    （ 理念①）  

  ・「 家庭復帰や家庭と 同様の環境で の 養育」 を 目指す理念     （ 理念②）  

  ・「 ケ ア ニ ーズ が 高い子供への 専門的な 支援」 を 目指す理念    （ 理念③）  

 

 

 

 

  

 「 家庭養育優先原則」 と 「 パーマ ネ ン シ ー保障」 の実践に は、 妊娠期から 家庭を 支

え る た め、 区市町村の家庭支援事業等を 活用し た 予防的支援に よ り 家庭維持に 努め る

こ と が重要です。  

区市町村の児童相談部門と 母子保健部門が一体と な っ た 「 こ ど も 家庭セ ン タ ー」 の

機能に よ り 、 子育て 家庭の ニ ーズ や困り ご と を 早期に把握し 、 適切な 支援に つな げ、

でき る 限り 家庭で の養育を 継続し て いく こ と が求めら れま す。  

 

 

 

 

 

 社会的養護が 必要と な っ た 場合にも 、 児童相談所には、 子供た ち の 実の家庭への 復

帰を 目指し た ケ ース マ ネ ージ メ ン ト の 徹底が 求めら れま す。  

社会的養護が必要な 子供た ち には、 意向を 尊重し な がら 、 親族里親、 養子縁組里親、

養育里親等を 選択し て いき ま す。 施設入所が 必要な 場合に も 、 小規模化さ れた 家庭的

な 環境での 養育に 努める こ と が重要で す。  

家庭復帰がど う し て も 困難な 場合に は、 子供の 最善の 利益の確保の 観点から 、 親族

等によ る 養育や特別養子縁組を 検討する こ と も 求めら れま す、  

 

 

 

 

 

 虐待経験や発達障害等ケ ア ニ ーズ が 高く 、 特別な 支援を 必要と する 子供た ち が増加

し て いる こ と か ら 、 こ う し た 子供た ち が、 生活する 場に 関わら ず、 一人ひと り の特性

に応じ た ケ ア を 受け ら れる こ と が 必要です。  

 施設に おけ る 心理的ケ ア の 専門的な 体制の 強化や、 児童相談セ ン タ ーにおけ る 施設

への支援、 医療機関と の ネ ッ ト ワ ーク の構築な ど に よ り 、 子供た ち が 必要な 支援を 受

け ら れる 体制の確保が 求めら れま す。  

   妊娠期から 一貫し て 、 子供と 家庭を 社会全体で 切れ目な く サポ ート  

  する と と も に 、 支援が 必要と な っ た 場合でも 、 で き る 限り 家庭での 

養育の 継続を 目指す。  

 

   社会的養護が 必要に な っ た 場合で あ っ て も 家庭復帰を 目指すと と も

に 、 社会的養護の下で 育つ子供た ち に ついて は、 家庭と 同様の養育環

境において 、 健やかに 育ち 、 自立で き る こ と を 目指す。  

 

     

心理的治療的ケ ア が必要な 子供への専門的な 支援によ り 、 全て の  

子供た ち の 安全・ 安心の確保を 目指す。  

 

理念① 

理念② 

理念③ 
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（ ２ ） ９ つの目標 

 

 「 ３ つの 理念」 を 実現する た めに、 ９ つの 目標を 設定し て いま す。  

本計画に おけ る 「 目標」 は、 前回計画に 記載し て いた 具体的な 取組を 基本に 、 近年

重要性が 増し て いる 「 当事者で あ る 子供の 権利擁護の取組の 充実」、「 パーマ ネ ン シ ー

保障の 考え 方に 基づく 支援体制の 構築」、「 心理的・ 治療的ケ ア が 必要な 子供への専門

的な 支援の 充実」、「 子供と 子育て 家庭を 支え る 専門人材の 確保・ 育成・ 定着」 の４ つ

の要素を 新た に追加し て いま す。  

 

 

目標① 当事者で あ る 子供の 権利擁護の 取組の充実 

 

〇 都は、 平成 3 1 年４ 月に制定し た「 東京都子供への虐待の 防止等に関する 条例」

に おいて 、 子供が あ ら ゆ る 場面に おいて 、 権利の主体と し て 尊重さ れる 必要が あ

り 、 子供の 意見が 尊重さ れる こ と や、 子供の 安全及び安心の 確保並びに 最善の 利

益が最優先さ れる こ と を 明記し て いま す。  

 

〇 こ う し た 考え 方に 則り 、 子供自身や子供の回り の大人、 児童相談所や施設職員

な ど を 対象と し た 取組を 進め、 子供の権利擁護の 取組の充実を 目指し ま す。  

 

 

目標② パーマ ネ ン シ ー保障の考え 方に 基づく 支援体制の 構築 

  

 〇 子供の 最善の 利益の た めに は、 永続的な 家族関係を ベース に し た 、 パーマ ネ ン

シ ー保障の 考え 方に基づく 、 家庭や家庭的な 環境での 養育が重要です。  

 

〇 家庭で の 養育を 継続する た め には、 妊婦や家庭の 悩みを も と に 、 虐待や養育が

困難と な る こ と を 未然に防ぐ こ と が求めら れま す。  

 

〇 家庭で の養育が困難と な っ た 場合に も 、 でき る 限り 安定し た 養育環境を 子供に

保障する こ と が 必要ですが、 やむを 得ず支援者が変わる 場合にも 子供が 戸惑う こ

と がな いよ う 、 き め細かな 支援体制の構築を 目指し ま す。  

 

  

目標③ 家庭と 同様の 環境に おけ る 養育の 推進 

 

〇 特に 就学前の 乳幼児期は、 愛着関係の 基礎を 作る 時期で あ り 、 こ ど も が 安心で き

る 、 温か く 安定し た 家庭で 養育さ れる こ と が 求めら れま す。 そ の た め、 代替養育が

必要と な っ た 子供た ち を 家庭と 同様の環境で 養育する 里親等の役割が重要です。  

 

〇 里親等に よ る 養育が 進むよ う 取組を 進め る と と も に 、 実親に よ る 養育が 望めず、

他に養育でき る 親族等が いな い児童について は、 特別養子縁組に よ る 永続的な 育ち

の場も 検討する な ど 、 子供の 最善の利益の 観点に立っ た 取組の推進を 目指し ま す。  
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目標④ 施設に おけ る でき る 限り 良好な 家庭的環境の整備 

 

〇 家庭で は困難な ケ ア を 要する 子供た ち や家庭養育を 望ま な い 子供た ち の 育ち の 場

と し て 、 多職種が 配置さ れて いる 施設の 役割は依然と し て 重要で す。 こ う し た 施設

養育が 必要な 子供た ち が、「 でき る 限り 良好な 家庭的環境」 で 過ご せる よ う 、 施設に

おけ る 家庭的な 環境整備が求めら れま す。  

 

〇 併せて 、 子供の 暮ら し の 場と し て の施設の 特性を 活か し て 、 一時的に家庭等で の

養育が 困難と な っ た 子供た ち を 受け 入れる な ど 、 取組を 進めま す。  

 

 

目標➄ 心理的・ 治療的ケ ア が必要な 子供への専門的な 支援の充実 

 

〇 近年、 個別的な ケ ア を 必要と する 子供が 増加し て おり 、 施設に おいて も そ う し た

子供た ち への対応が 重要と な っ て いま す。  

 

〇 ケ ア ニ ーズ の 高い子供た ち が 、 一人ひと り の特性に 合っ た 適切な ケ ア を 受け ら れ

安心・ 安全に 暮ら し て いけ る よ う 、 施設におけ る 支援体制の充実を 目指し ま す。 ま

た 、 よ り 高度な ケ ア が 必要と な っ た 場合に、 適切な 医療に つな げら れる 体制の 構築

を 目指し ま す。  

 

 

目標⑥ 社会的養護の も と で 育つ子供た ち の 自立支援 

 

〇 令和４ 年改正児童福祉法に おいて 、 社会的養護経験者等の 実情の 把握や社会的養

護経験者等に 対し 必要な 援助を 行う こ と が、 都道府県の業務と し て 位置付け ら れて

いま す。  

 

〇 児童養護施設や自立援助ホ ーム に 入所中の 児童の退所後の 生活や進学、 就労に 向

け た 自立支援を 推進する と と も に 、 社会的養護経験者の実情を 把握し 、 そ の 自立の

た めに 必要な 援助の 実施を 目指し ま す。  

 

 

目標⑦ 児童相談体制の強化 

 

〇 児童相談所に おけ る 児童福祉司の 配置基準は、 令和４ 年度か ら 、 人口３ 万人に １

人の配置に引き 上げら れて おり 、 深刻化する 児童虐待に迅速か つ的確に 対応する た

め、 児童福祉司を 計画的に増員し 、 児童相談体制の強化を 進める 必要が あ り ま す。  

 

〇 令和３ 年に 公布さ れた 児童相談所の設置基準の 政令等を 踏ま え 、 都児童相談所を

新設や管轄区域の 見直し によ る き め細かな 児童相談体制の 整備を 目指し ま す。  

 

〇 区市町村の 児童相談部門で あ る 子供家庭支援セ ン タ ーや区立児童相談所を 含め 、

都が東京全体の児童相談業務の 総合調整を 行い、 都と 区市町村が 一体と な っ た 児童

相談体制の 確保を 目指し ま す。  
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目標⑧ 一時保護児童への支援体制の強化 

 

〇 令和６ 年４ 月、 内閣府令に よ り 、 初めて の 一時保護所の 独自基準と な る 「 一時保

護施設の 設備及び運営に 関する 基準」 が 施行さ れ、 都道府県は新た に 条例に よ り 基

準を 定める こ と が 求めら れま し た 。  

 

〇 こ れま で 、 一時保護所で は定員を 超過し て 児童の受入れを 行っ て いる 状況と な っ

て おり 、 新た な 基準を 踏ま え 、 将来的な 需要を 勘案し な が ら 、 子供の 権利擁護や個

別的ケ ア の 充実の 観点から 、 一時保護児童への支援体制の 強化を 目指し ま す。  

 

 

 

目標⑨ 子供と 子育て 家庭を 支え る 専門人材の確保・ 育成・ 定着 

 

〇 子供と 子育て 家庭を 支え る 人材に は、 児童相談所や子供家庭支援セ ン タ ー、 母子

保健部門、 施設等、 従事先の 特性に 応じ た 高い専門性が求めら れま す。 本計画で 定

める 切れ目な い支援を 提供する に は、 担い手と な る 専門人材の 確保・ 育成・ 定着が

欠かせま せん。  

 

〇 都と 区市町村が 連携し 、 専門人材を 安定的に確保し て いく と と も に 、 施設におけ

る 人材確保を 支援し 、 都全体の社会的養育を 支え て いく こ と を 目指し ま す。  
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（ ３ ） ６ つの視点 

 

 本計画の 推進に 当た っ て 、 特に 留意すべき 視点と し て 、 以下の 「 ６ つの視点」 を 掲

げて いま す。  

 

視点① 地域に おけ る 切れ目な い支援の 視点 

 

〇 家庭養育を 継続する た めに 、 支援が必要な 妊婦への 妊娠期か ら の 支援な ど 、 妊娠

期から の支援が必要で す。  

 

〇 子育て 期に おい て も 、 家庭の ニ ーズ や困り ご と を 早期に 把握し 、 家庭支援事業等

に よ り 、 居住する 地域に 関わら ず、 切れ目な く 家庭維持の た め の 支援が 提供さ れる

こ と が 求めら れま す。  

 

 

視点② 子供に と っ て の最善の利益確保の 視点 

 

〇 家庭養育優先原則やパーマ ネ ン シ ー保障の 理念に沿っ て 、 子供の 意向を 尊重し な

がら 、 家庭維持や家庭復帰、 代替養育の確保がさ れる こ と が必要です。  

 

〇 在宅家庭に おい て も 、 代替養育先におい て も 、 一人ひと り の 子供の 権利が 尊重さ

れ、 安全・ 安心が 確保さ れる こ と が求めら れま す。  

 

 

視点③ 心理的・  治療的ケ ア が必要な 子供への専門的支援の 視点 

 

〇 ケ ア ニ ーズ の 高い児童に は、 在宅指導中や施設入所中で あ る か に 関わら ず、 一人

ひと り の特性に合っ た 、 専門的な ケ ア が必要です。  

 

〇 児童相談セ ン タ ーや施設そ れぞれの対応力の強化と 合わせて 、 医療機関と 連携し

た 心理治療的な ケ ア が 求めら れま す。  

 

 

視点④ 大都市東京の ニ ーズ と 特性を 踏ま え た 視点 

 

〇 都内で は多く の虐待相談が発生し て いま す。 ま た 、 都の 一時保護所で は、「 ト ー横

キ ッ ズ 」 の 一時的な 受入れな ど の 課題も あ り ま す。  

 

〇 人口規模に 合わ せた 児童相談所の 体制整備を 進める と と も に 、 入所需要に 合わ せ

た 一時保護体制の 整備が求めら れま す。  
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視点⑤ 広域的な 自治体の役割か ら の視点 

 

〇 都内に は、 都の 児童相談所や区の 児童相談所、 区市町村の 子供家庭支援セ ン タ ー

と いっ た 、 児童相談部門が存在し て いま す。  

 

〇 都は区市町村の 取組を 支援する と と も に 、 相談援助業務や専門相談、 人材育成な

ど を 総合的に調整し 、 き め細かな 相談体制を 構築し て いく こ と が 必要で す。  

 

 

視点⑥ 子供を 含む家族全体に対し 分野横断的に資源を 活用する 包括的な 支援の 視点 

 

〇 子供や家庭が 抱え る 不安、 悩み、 負担感は様々であ り 、 そ れぞれに 丁寧に 寄り 添

い支援し て いく こ と が 必要で す。  

 

〇 個々の 状況に 応じ て 、 児童福祉分野や子供・ 子育て 分野の 支援に 加え 、 若者支援

や福祉サービ ス な ど 、 分野横断的・ 包括的な 支援が求めら れま す。  

 

 

-12-



 
 

第２章 東京都の状況 

１  人口等 

 

（１） 東京都の児童人口の推計 

東京都における 0 ～1 9 歳ま での人口は、 令和 6 年１ 月時点で、 日本人が

2 ,0 0 7 ,4 7 8 人、 外国人が 8 2 ,0 4 7 人、 合計 2 ,0 8 9 ,5 2 5 人であり 、 都総務局

が令和 6 年 3 月に公表し た「 東京都世帯数の予測」 では、 令和 7 年（ 2 0 2 5

年） は 2 ,0 3 6 ,7 3 4 人、 令和 1 2 年（ 2 0 3 0 年） は 2 ,0 3 3 ,4 1 3 人、 令和 1 7

年（ 2 0 3 5 年） は 1 ,9 7 7 ,1 9 7 人（ 各年 1 0 月 1 日時点） と 予測さ れていま す。  

 
資料： 総務局「 東京都世帯数の予測」  

 

（２） 社会的養護のもとで育つ児童数の推移 

 こ こ 数年、 社会的養護の措置児童数は 4 ,0 0 0 人前後で推移し ていま す。  

 
資料： 福祉局 
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令和2年 令和6年 令和7年 令和12年 令和17年

428 359 304 314 354

2,998 2,911 2,905 2,865 2,800 

124 
125 112 110 103

473 
487 496 506 526 

4,023 3,882 3,817 3,795 3,783 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

乳児院 児童養護施設 フ ァ ミ リ ーホ ーム 養育家庭等 合計
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２  里親等の状況 

 

（１） 養育家庭の登録数及び委託児童数の推移 

登録家庭数及び委託児童数は増加傾向ですが、 伸びは緩やかになっ ていま す。 

 

 

資料： 福祉局 
 

（２） ファミリーホーム設置数及び委託児童数の推移 

フ ァ ミ リ ーホームは、 令和５ 年度末現在、 都内に３ ０ ホーム あり 、 う ち養育家

庭移行型フ ァ ミ リ ーホーム が 1 ９ ホーム 、 法人型フ ァ ミ リ ーホーム が１ １ ホー

ムと なっ ていま す。  

資料： 福祉局 

  

951
1036 1039

1154 1191

473 487 496 506 526

0

200

400

600

800

1000

1200

令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

（ 家庭・ 人）
登録数 委託児童数

（ 単位： 家庭、 人）

平成3 1 年度 令和2 年度 令和3 年度 令和4 年度 令和5 年度

2 9 3 1 3 1 3 0 3 0

養育家庭移行型フ ァ ミ リ ーホーム 2 0 2 2 2 0 1 9 1 9

法人型フ ァ ミ リ ーホーム 9 9 1 1 1 1 1 1

1 2 4 1 2 5 1 1 2 1 1 0 1 0 3

区　 　 分

設置数

委託児童数
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（３） 里親等委託率の推移 

里親等委託率は上昇傾向ですが、 全国平均よ り も 低く 推移し ていま す。  

 

資料： 福祉局 

 

  

21.5
22.8 23.5

15.6 16.6 16.8 17.2

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

(% )

全国 東京都

※養育家庭等委託率＝養育家庭等・ ファ ミ リ ーホーム委託児童数／乳児院入所児童数+児童養護施設入所児童数+養育家

庭等・ フ ァ ミ リ ーホーム委託児童数

※全国の数値は「 社会的養護の現状について（ 厚生労働省） 」 によ る 。
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３  児童養護施設、乳児院の状況 

 

（１） 児童養護施設の入所児童数の推移 

 児童養護施設で生活する 児童数はこ こ 数年、 減少傾向で推移し ていま す。  

 
 

資料： 福祉局  

（２） 児童養護施設の小規模化の状況 

児童養護施設における 小規模化の状況は、令和６ 年９ 月１ 日現在で、グループ

ホームが 1 ,1 4 1 人と 児童養護施設定員の 3 5 .8 ％と なっ ていま す。 本体施設で

行っ ている 6 名以下のユニッ ト ケアと グループホームを 合わせた小規模化の状

況と し ては、 児童養護施設全体の 6 0 .4 ％です。  

 
 

資料： 福祉局 

2,998 
2,911 2,905 2,865 

2,800 

2,000人

2,500人

3,000人

3,500人

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

グループホーム , 

1,141人,  35.8%

小規模グループケア

ユニッ ト （ ６ 名） , 

786人, 24.6%

小規模以外,

1,265人, 39.6%

グループホーム

小規模グループケアユニッ ト （ ６ 名）

小規模以外
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（３） グループホーム設置数の推移 

平成 1 7 年度に、 国から 児童養護施設の小規模化に関する 通知が発出さ れた

こ と も あり 、 大幅に増加し ま し たが、 近年、 伸びは緩やかになっ ていま す。  

 

 
資料： 福祉局 
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120
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平成17年度 平成22年度 平成27年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
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（４） 児童養護施設における個別的ケアが必要な児童の入所状況 

個別的なケアが必要な児童の割合はこ こ 数年、 増加傾向で推移し ていま す。  

ま た、 令和 5 年度における 個別的ケアが必要な児童の状況では服薬管理等が

必要な児童の割合が高く なっ ていま す。  

 

資料： 福祉局 

 

 

資料： 福祉局 

67.7%
75.3% 75.8% 72.0%

81.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

過去５ か年における 個別的ケアが必要な児童の割合

520 

1,035 

797 

1,088 1,092 
1,172 

20.1%

40.0%

30.8%

42.0% 42.2%
45.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0人

200人

400人

600人

800人

1,000人

1,200人

1,400人

反社会的行為 非社会的行為 精神・ 発達的問題 情緒的問題 健康上の問題 服薬管理等が必要な 児童

※個別的ケアが必要な児童の総数： 2 ,1 0 6 人

令和５ 年度における 個別的ケアが必要な児童の状況複数回答あり
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（５） 乳児院在籍児童の障害等の状況 

個別的なケアが必要な児童の割合はこ こ 数年、 緩やかに増加し ていま す。  

ま た、 令和 5 年度における 障害等の状況では身体障害を 抱えている 児童の割

合が高く なっ ていま す。  

資料： 福祉局 

 

資料： 福祉局 

 

24.6%
22.4%

27.8%

32.8%

28.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

過去５ か年における 個別的ケアが必要な児童の割合

96 

60 
74 

60 

50.0%

31.3%

38.5%

31.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0人

20人

40人

60人

80人

100人

120人

身体障害 知的障害の疑い 愛着障害の疑い その他

※個別的ケアが必要な児童の総数：192人

令和５年度における乳児院在籍児童の障害等の状況複数回答あり
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（６） 乳児院の小規模化の状況 

乳児院の中で４ 人から ６ 人ま での小規模で家庭的な運営を 行う ユニッ ト は、

全体の 6 0 % と なっ ていま す。  

 

 

資料： 福祉局 

（７） 児童自立支援施設におけるケアニーズの高い児童の状況 

 児童自立支援施設では、 被虐待経験を 有する 児童や、 精神障害、 発達障害等

の課題を 抱え、 個別・ 専門的な対応が必要な児童が増加傾向にあり ま す。  

 

資料： 福祉局 

令和５ 年４ 月１ 日現在 
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４  自立支援の状況 

 

（１） 進路状況 

令和５ 年３ 月に卒業し た 児童で 、 高等学校等進学率は、 児童養護施設で

9 7 .4 ％、 児童自立支援施設で 8 9 .3 % 、 里親で 1 0 0 % と なっ ていま す。 ま た、

大学等進学率は、 児童養護施設で 2 8 .3 ％、 自立援助ホーム で 2 6 .1 ％、 里親で

4 2 .9 ％と なっ ていま す。  

 
 

（２） 進学した学校における在籍・卒業状況 

児童養護施等、社会的養護の下で育っ た方が、退所後に進学し た学校等を 卒業

前に退学し た割合は、 1 4 .0 ％と なっ ていま す。  
（ 単位： ％）  

続けて在籍し ている  中途退学し た 卒業し た 

3 5 .2  1 4 .0  5 0 .8  
資料：「 東京都における 児童養護施設等退所者の実態調査」（ 令和４ 年１ 月）  

 

（３） 離職状況 

退所後に就いた最初の仕事を 「 すでに辞めている 」 と 回答し た方（ 1 2 6

人） の約４ 割が、 １ 年未満で辞めていま す。  
（ 単位： ％）  

～６ か月未満 ６ か月～１ 年未満 １ ～３ 年未満 ３ 年以上 

3 1 .8  1 1 .1  4 5 .2  1 1 .9  

資料：「 東京都における 児童養護施設等退所者の実態調査」（ 令和４ 年１ 月）  

◎中学校卒業児童

東京都 189人 179人 94.7% 5人 2.6% 184人 97.4% 0人 0.0% 5人 2.6%

全国 2,079人 1,971人 94.8% 47人 2.3% 2,018人 97.1% 30人 1.4% 31人 1.5%

東京都 28人 25人 89.3% 0人 0.0% 25人 89.3% 2人 7.1% 1人 3.6%

全国 368人 318人 86.4% 8人 2.2% 326人 88.6% 11人 3.0% 31人 8.4%

里親 東京都 21人 21人 100.0% 0人 0.0% 21人 100.0% — — — —

東京都 107,133人 105,701人 98.7% 528人 0.5% 106,229人 99.2% 94人 0.1% 810人 0.7%

全国 1,103千人 1,089千人 98.7% 4千人 0.4% 1,093人 99.1% 2千人 0.2% 8千人 0.7%

◎高等学校卒業児童

在籍児童 24人 13.3% 14人 7.8% 38人 21.1% 16人 8.9% 8人 4.5%

退所児童 27人 15.0% 36人 20.0% 63人 35.0% 49人 27.2% 6人 3.3%

計 51人 28.3% 50人 27.8% 101人 56.1% 65人 36.1% 14人 7.8%

在籍児童 117人 6.9% 89人 5.2% 206人 12.1% 116人 6.9% 75人 4.4%

退所児童 237人 14.0% 216人 12.7% 453人 26.7% 759人 44.7% 88人 5.2%

計 354人 20.9% 305人 17.9% 659人 38.8% 875人 51.6% 163人 9.6%

在籍児童 5人 21.7% 5人 21.7% 10人 43.4% 3人 13.1% 2人 8.7%

退所児童 1人 4.4% 0人 0.0% 1人 4.4% 5人 21.7% 2人 8.7%

計 6人 26.1% 5人 21.7% 11人 47.8% 8人 34.8% 4人 17.4%

在籍児童 41人 16.9% 22人 9.1% 63人 26.0% 31人 12.8% 35人 14.4%

退所児童 21人 8.6% 7人 2.9% 28人 11.5% 48人 19.7% 38人 15.6%

計 62人 25.5% 29人 12.0% 91人 37.5% 79人 32.5% 73人 30.0%

児童自立支援施設 全国 11人 退所児童 1人 9.1% 2人 18.2% 3人 27.3% 6人 54.5% 2人 18.2%

委託児童 5人 17.9% 4人 14.3% 9人 32.2% 1人 3.5% 1人 3.5%

委託解除児童 7人 25.0% 4人 14.3% 11人 39.3% 5人 17.9% 1人 3.5%

計 12人 42.9% 8人 28.6% 20人 71.5% 6人 21.4% 2人 7.0%

計 131人 34.2% 91人 23.8% 222人 58.0% 119人 31.0% 42人 11.0%

東京都 103,282人 72,204人 69.9% 15,683人 15.2% 87,887人 85.1% 6,232人 6.0% 9,163人 8.9%

全国 1,065千人 607千人 57.0% 215千人 20.2% 822人 77.2% 161千人 15.1% 82千人 7.7%

※（ 児童養護施設・ 児童自立支援施設・ 里親） 社会的養護現況調査（ 国） よ り

※（ 全中卒者、 全高卒者） 学校基本調査（ 国） よ り

(参考)全高卒者

児童養護施設

東京都 180人

全国 1,697人

里親
東京都 28人

全国 383人

自立援助ホーム

東京都 23人

全国 243人

児童自立支援施設

(参考)全中卒者

令和５ 年3月高等学校

卒業児童数

進学

大学等 専修学校等 合計

令和５ 年3月中学校

卒業児童数

進学
就職

児童養護施設

その他
高校等 専修学校等 合計

就職 その他
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５  児童相談所等の運営状況 

 

（１） 児童相談所の相談受理状況 

児童相談所が受理し た相談件数は、 一貫し て増加し ていま す。 特に、 被虐待相

談は急増し ており 、 １ ０ 年前の４ 倍以上と なっ ていま す。  

 

 

資料： 福祉局 
 

（２） 児童福祉司一人当たり相談件数 

都児童相談所の児童福祉司１ 人当たり が受理する 虐待相談は、 年々減少し て

おり 、 近年は一人５ ０ 件と なっ ていま す。  

 

資料： 福祉局 
 

26,627件

44,741件

50,344件
53,695件

56,010件

5,933件

21,019件
25,657件 26,604件 28,202件

平成25年度 令和元年度 ２ 年度 ３ 年度 ４ 年度 ５ 年度

相談受理件数 う ち被虐待相談

※上記の件数は特別区児童相談所分を 含む 
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（３） 一時保護所新規入所状況 

都一時保護所入所件数は増加傾向にあ り 、 特に学齢児の割合が大き く なっ て

いま す。  

 

資料： 福祉局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

288 246 245 234 

2,017 
1,885 

2,007 
2,175 

0人

500人

1, 000人

1, 500人

2, 000人

2, 500人

令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

乳幼児 学齢児

2,305  2,252  
2,409  

2,131 
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（４） 一時保護委託での新規保護人数 

都一時保護委託件数は年間１ ,０ ０ ０ 件を 超える 水準で推移し ていま す。  

 

 

資料： 福祉局 

 

（５） 一時保護所入所率、平均保護日数 

緊急での一時保護が必要なケース も 多く 、 都一時保護所における 年間平均入

所率は 1 0 0 ％超が常態化し ていま す。  

ま た、 一人当たり の平均保護日数は、 4 0 日を 超える 状況です （ 全国平均３

２ .７ 日： 令和３ 年度）。  

 

 
資料： 福祉局 

 

 

 

524 438 586 
427 

815 
703 

781 

622 

0人

400人

800人

1, 200人

1, 600人

令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

乳幼児 学齢児

1,339  
1,141 1,049  

1,367  
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（６）一時保護委託解除状況（特別区児童相談所分を含まない。） 

都児童相談所の一時保護委託解除状況においては、児童養護施設や乳児院、里

親の割合が高く なっ ていま す。  

※一時保護委託解除時、「 対象の児童がどこ の施設等に委託さ れていたか」 の内訳を記載

し ており ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

児童養護施設 3 5 1 2 1 2 2 8 1 1 6 6

乳児院 2 9 4 2 0 4 2 4 6 2 6 0

児童自立支援施設 1 4 4 1 1 1

児童心理治療施設 0 0 0 1

障害児施設 6 8 8 1 5 9 7 3

その他の施設 3 2 4 2 3 2 1 9

里親 3 2 9 2 2 2 2 1 4 1 9 5

その他 2 8 1 3 9 5 5 3 1 3 1 6

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

※統計について 

（ ２ ） ～（ ６ ） の統計数値については、 特別区児童相談所分区を 含ま ない

数値と し ており ま す。  

令和２ 年度 世田谷区、 江戸川区、 荒川区（ 令和２ 年７ 月１ 日）  

令和３ 年度 港区 

令和４ 年度 中野区、 板橋区（ 令和４ 年７ 月１ 日）、 豊島区（ 令和５ 年２ 月

１ 日）  

令和５ 年度 葛飾区（ 令和５ 年 1 0 月１ 日）  

 

（ １ ） ～（ ６ ） の統計数値のう ち、 令和４ 度以前の数値は福祉行政報告例

の訂正前の数値で記載を し ており ま す。  

 

単位：（ 人） 
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６  子育て短期支援事業（ショートステイ）の状況 

 

（１）ショートステイ事業を実施している自治体数 

以下のと おり 、 ほぼすべての自治体においてショ ート ス テイ 事業が実施さ れ

ていま す。  

 

 

 

                                   （ 令和６ 年４ 月１ 日現在）  

資料： 福祉局 

 

 

（２）施設種別 

施設種別は児童養護施設が最も 多く （ 3 6 ％）、 その他協力家庭等（ 2 2 ％）、

乳児院（ 2 1 ％） が続いていま す。  

 

 

（ 令和６ 年４ 月１ 日現在）  

資料： 福祉局 

 

 

3 5 施設, 2 1 %

6 0 施設, 3 6 %
2 1 施設, 

1 3 %

7 施設, 4 %

5 施設, 3 %

1 施設, 1 %
3 7 施設, 2 2 %

乳児院 児童養護施設
母子生活支援施設 子供家庭支援セン タ ー
保育所 派遣型
その他

区 市 町村 合計

23 26 2 5 1

（ ｎ ＝１ ６ ６ 施設）  
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７  代替養育を必要とする児童数の推計 

 

＜定義＞ 

代替養育を 必要と する 児童数と は、 保護者のない児童又は保護者に監護さ せ

る こ と が不適当である と 認めら れる 児童であっ て、 里親・ フ ァ ミ リ ーホーム に

委託し 、 又は児童養護施設等に入所さ せて養育する こ と が必要な者の数を 言い

ま す。  

 

＜算定に当たっ ての基本的な考え方＞ 

 算定に当たっ ては、 都と 児相設置区それぞれが計画の策定主体と し て、 代替

養育が必要な児童数を 算定する こ と が求めら れま すが、 児童は広域に渡っ て入

所措置さ れる など 、 必ずし も 一つの区で完結し ないこ と から 、 整合を 図り なが

ら 、 全体の数値を 算定する こ と が必要と なり ま す。  

 

 

 

 

 

 

 上図のと おり 、 児相設置区は各区分の数値を 算定、 都は児相設置区以外の都

管轄分の数値を 算定し 、 合計し た数値を 都全体の代替養育が必要な児童数と し

て扱いま す。  

 

＜算定方法＞ 

都と 区の合計数を 都全体の数値と する ためには、 都と 区共通の方法で算定す

る こ と が望ま し いですが、 一方で、 児相設置以降の事例蓄積や区ごと の予防的

支援の取組の違いなど 、 自治体間の違いも 考慮する 必要があり ま す。  

 

 

【 都区共通の算定方法】  

 上記を 踏ま え、 都及び児相設置区においては、 共に以下の方法で算定する こ

と と し ま す。  

前年度末の措置児童数 ＋ （ 新規措置児童数－退所児童数）   

＋ 潜在需要 － 予防的支援での家庭維持見込数 

 

 なお、 下線部については、 各自治体の実情を 踏ま え算定の有無、 算定方法を

判断する こ と と し ま す。  

児相設置区８ 区分 

⇒ 各区が算定 

児相設置区以外の都管轄分 

⇒ 都が算定 
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① 措置児童数の推計 

 

＜推計方法＞ 

 

ア 児童人口を推計 

都政策企画局が令和６ 年８ 月に公表し た「『 未来の東京』 戦略 附属資 

料 東京の将来人口」 等を も と に、 計画期間における 児童人口（ ０ 歳～1 7

歳） を 推計（ 以下、 児童人口推計） し ていま す。  

 

イ 児童相談所における養護相談対応件数（相談件数）を推計 

児童人口に対する 相談件数の割合（ 相談件数割合） の伸び率（ 直近実績

の令和 3 年度から ４ 年度の伸び率： 1 .0 4 1 ） を 前年度の相談件数割合に乗

じ て、 各年度の相談件数割合を 推計し ていま す。  

次に、 各年度の児童人口推計に相談件数割合を 乗じ 、 相談件数を 推計し

ま し た。  

 

ウ 新たに代替養育が必要となる児童数（新規措置児童数）を推計 

相談件数に対する 新規措置児童数の割合（ 令和 2 年度から 4 年度の 3 か

年平均： 0 .0 2 1 ） を 相談件数に乗じ て、 各年度の新規措置児童数を 推計し

ていま す。  

 

エ 自立等により代替養育が不要となる児童数（退所児童数）を推計 

前年度末の措置児童数に対する 退所児童数の割合（ 令和３ 年度、 ４ 年度

の２ か年平均： 0 .1 9 8 ） を 、 前年度末の措置児童数に乗じ て、 当年度にお

ける 退所児童数を推計し ていま す。  
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＜推計値 ①（ 都管轄分） ＞ 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

児童人口 1 ,3 5 2 ,4 2 0 人 1 ,3 4 4 ,2 9 0 人 1 ,3 3 6 ,1 6 0 人 1 ,3 2 8 ,0 3 0 人 1 ,3 1 9 ,9 0 0 人 

相談件数 3 0 ,3 0 8 件 3 1 ,3 5 3 件 3 2 ,4 3 3 件 3 3 ,5 4 9 件 3 4 ,7 0 2 件 

新規措置 

児童数 
6 2 9 人 6 5 1 人 6 7 4 人 6 9 7 人 7 2 1 人 

退所児童数 5 7 3 人 5 8 4 人 5 9 7 人 6 1 2 人 6 2 9 人 

年度末 

措置児童数※ 
2 ,9 4 2 人 3 ,0 0 9 人 3 ,0 8 6 人 3 ,1 7 1 人 3 ,2 6 3 人 

 

＜推計値 ①（ 区児相分） ＞ 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

児童人口 4 9 0 ,9 8 9 人 4 8 5 ,6 9 3 人 4 7 9 ,9 2 0 人 4 7 3 ,9 6 5 人 4 6 7 ,6 7 3 人 

相談件数 1 2 ,5 5 9 件 1 2 ,8 6 0 件 1 3 ,1 6 7 件 1 3 ,4 6 6 件 1 3 ,8 1 9 件 

新規措置 

児童数 
2 0 6 人 2 1 0 人 2 1 3 人 2 1 4 人 2 1 7 人 

退所児童数 2 0 3 人 2 0 6 人 2 0 4 人 2 0 6 人 2 0 9 人 

年度末 

措置児童数※ 
9 7 7 人 9 8 1 人 9 9 0 人 9 9 8 人 1 ,0 0 6 人 

 

＜推計値 ①（ 都全域（ 都管轄分＋区児相分）） ＞ 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

児童人口 1 ,8 4 3 ,4 0 9 人 1 ,8 2 9 ,9 8 3 人 1 ,8 1 6 ,0 8 0 人 1 ,8 0 1 ,9 9 5 人 1 ,7 8 7 ,5 7 3 人 

相談件数 4 2 ,8 6 7 件 4 4 ,2 1 3 件 4 5 ,6 0 0 件 4 7 ,0 1 5 件 4 8 ,5 2 1 件 

新規措置 

児童数 
8 3 5 人 8 6 1 人 8 8 7 人 9 1 1 人 9 3 8 人 

退所児童数 7 7 6 人 7 9 0 人 8 0 1 人 8 1 8 人 8 3 8 人 

年度末 

措置児童数※ 
3 ,9 1 9 人 3 ,9 9 0 人 4 ,0 7 6 人 4 ,1 6 9 人 4 ,2 6 9 人 

※前年度末措置児童数＋新規措置児童数－退所児童数 
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② 潜在需要及び予防的支援での家庭維持見込数の推計 

 

＜推計方法＞ 

 

都管轄分においては、 在宅指導中で施設等の利用が可能であっ たが、 児童

本人が希望し なかっ たこ と など によ り 利用でき なかっ た児童数を 潜在需要と

し て算定し ま し た。  

具体的には、 当該児童の割合（ 施設 0 .0 3 0 、 里親 0 .0 6 9 ※） を 、 直近の

相談件数に対する 在宅指導中児童数の割合（ 0 .0 9 8 ） から 推計し た各年度に

おける 在宅指導中児童数に乗じ て推計し ていま す。  

※平成 3 0 年度及び令和元年度における 児童相談所調査結果の 2 か年平均 

 

なお、 都管轄分の予防的支援での家庭維持見込数については、 現時点では

都全体での事例蓄積が十分でなく 、 予防効果の定量化が困難である こ と か

ら 、 推計においては算定し ないこ と と し ま す。  

 

一方、 児相設置区においては、 潜在需要及び予防的支援での家庭維持見込

数について、 各区の事例等に基づき 、 算定の有無、 算定方法を 決定の上、 推

計し 反映し ていま す。  

 

＜推計値 ②（ 都管轄分） ＞ 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

潜在需要等 1 1 2 人 1 1 6 人 1 1 9 人 1 2 3 人 1 2 8 人 

 

＜推計値 ②（ 区児相分） ＞ 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

潜在需要等 1 3 0 人 1 3 1 人 1 3 1 人 1 3 2 人 1 3 1 人 

 

＜推計値 ②（ 都全域（ 都管轄分＋区児相分）） ＞ 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

潜在需要等 2 4 2 人 2 4 7 人 2 5 0 人 2 5 5 人 2 5 9 人 
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③ 代替養育を必要とする児童数の推計結果 

こ れま での推計を も と に、 目標年次ご と の代替養育を 必要と する 児童を 推計

し た結果は、 以下のと おり と なり ま す。（ ①＋②）  

 

＜推計値 ③（ 都管轄分） ＞ 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

代替養育を 必要

と する 児童数 
3 ,0 5 4 人 3 ,1 2 5 人 3 ,2 0 5 人 3 ,2 9 4 人 3 ,3 9 1 人 

 

＜推計値 ③（ 区児相分） ＞ 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

代替養育を 必要

と する 児童数 
1 ,1 0 7 人 1 ,1 1 2 人 1 ,1 2 1 人 1 ,1 3 0 人 1 ,1 3 7 人 

 

＜推計値 ③（ 都全域（ 都管轄分＋区児相分）） ＞ 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

代替養育を 必要

と する 児童数 
4 ,1 6 1 人 4 ,2 3 7 人 4 ,3 2 6 人 4 ,4 2 4 人 4 ,5 2 8 人 

（ 前計画比）  △4 4 3 人 △4 0 0 人 △3 3 6 人 △2 5 8 人 △1 7 0 人 

 

次に、 措置児童の年齢別構成比率（ 令和 4 年度） を 、 各年度の代替養育を 必

要と する 児童数に乗じ て、 各年齢区分別の児童数を 算出し ていま す。  

 

（ 年齢区分別）  

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

３ 歳未満 3 5 8 人 3 6 5 人 3 7 2 人 3 8 1 人 3 9 0 人 

３ 歳以上就学前 4 2 9 人 4 3 7 人 4 4 6 人 4 5 6 人 4 6 7 人 

学童期以降 3 ,3 7 4 人 3 ,4 3 5 人 3 ,5 0 8 人 3 ,5 8 7 人 3 ,6 7 1 人 

合計 4 ,1 6 1 人 4 ,2 3 7 人 4 ,3 2 6 人 4 ,4 2 4 人 4 ,5 2 8 人 
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８  里親等委託児童数及び里親等登録数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 里親等委託児童数の年次・年齢区分別推計 

６ 「 代替養育を 必要と する 児童数の推計」 の推計結果及び年次別の里親等へ

の委託率（ 目標） を 基に、 里親等委託児童数を 推計し ていま す。  

 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

３ 歳未満 
7 7 人

（ 2 1 .5 % ）  

1 0 5 人

（ 2 8 .8 % ）  

1 3 4 人

（ 3 6 .0 % ）  

1 6 5 人

（ 4 3 .3 % ）  

1 9 7 人

（ 5 0 .5 % ）  

３ 歳以上就学前 
1 4 7 人

（ 3 4 .3 % ）  

1 6 7 人

（ 3 8 .2 % ）  

1 8 9 人

（ 4 2 .4 % ）  

2 1 2 人

（ 4 6 .5 % ）  

2 3 6 人

（ 5 0 .5 % ）  

学童期以降 
7 2 1 人

（ 2 2 .2 % ）  

8 7 2 人

（ 2 5 .1 % ）  

1 ,0 4 9 人

（ 2 7 .9 % ）  

1 ,1 6 7 人

（ 3 0 .8 % ）  

1 ,2 6 1 人

（ 3 3 .6 % ）  

合計 
9 4 5 人 

（ 2 2 .7 % ）  

1 ,1 4 4 人 

（ 2 7 .0 % ）  

1 ,3 7 2 人 

（ 3 1 .7 % ）  

1 ,5 4 4 人 

（ 3 4 .9 % ）  

1 ,6 9 4 人 

（ 3 7 .4 % ）  

 

 

  

（ 里親等委託率の考え方）  

○ 都内では、 ケアニーズの高い児童が増加し ており 、 児童養護施設での支援が必

要な児童等の入所が今後も 見込ま れま す。  

○ ま た、 前回計画最終年度における 目標値 3 7 .4 ％の達成に向け、 着実に実績を

伸ばし ている と こ ろ ですが、令和５ 年度実績で 1 7 .5 ％（ 目標値 1 8 .7 ％） と 、現状、

目標値を若干下回っ ている 状況です。  

➤ 上記を 踏ま え、 各種施策を さ ら に強力に推進し 、 本計画においても 前回計画の

目標を 維持し 、 確実な目標達成を目指し ていく こ と と し ま す。  
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（２） 将来に向け必要な里親等登録数 

里親等委託児童数の推計結果を 基に、 必要と なる 里親等登録数を 推計し ま

す。 令和 1 1 年度ま でに、 稼働率を 令和５ 年度末の４ １ ． ３ ％から ５ ０ ． ０ ％

に引き 上げる こ と で、 必要と なる 里親等登録家庭数は以下のと おり と なり ま

す。  

 

 

 

 

                                 

（ ※平均受託児童数 1 .1 7 人）  

 

 

 

 

  

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

委託児童数 9 4 5 人 1 ,1 4 4 人 1 ,3 7 2 人 1 ,5 4 4 人 1 ,6 9 4 人 

稼働率 4 5 .0 %  4 7 .0 %  4 8 .0 %  4 9 .0 %  5 0 .0 %  

フ ァ ミ リ ーホ ーム  

定員数 
1 9 2 人 1 9 8 人 2 0 4 人 2 1 0 人 2 1 6 人 

里親等登録数 1 ,6 3 1 家庭 1 ,9 1 1 家庭 2 ,2 6 9 家庭 2 ,5 1 4 家庭 2 ,7 1 1 家庭 
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９  施設で養育が必要な児童数の推計 

 

（１） 施設で養育が必要な児童数 

６ 「 代替養育を 必要と する 児童数の推計」 結果から 、 ７ 「 里親等への委託児

童数の推計」 結果を 差し 引き 、「 施設で養育が必要な児童数」 を 推計し ま す。  

 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

３ 歳未満 2 8 1 人 2 6 0 人 2 3 8 人 2 1 6 人 1 9 3 人 

３ 歳以上就学前 2 8 2 人 2 7 0 人 2 5 7 人 2 4 4 人 2 3 1 人 

学童期以降 2 ,6 5 3 人 2 ,5 6 3 人 2 ,4 5 9 人 2 ,4 2 0 人 2 ,4 1 0 人 

合計 3 ,2 1 6 人 3 ,0 9 3 人 2 ,9 5 4 人 2 ,8 8 0 人 2 ,8 3 4 人 

  ※6 （ 3 ） 代替養育を 必要と する 児童数の推計結果－7 （ 1 ） 年次・ 年齢区分別推計 

 

（２） 必要な施設定員数 

「 施設で養育が必要な児童数」 を 基に、 施設養育と し て必要な定員数を 推

計し ま す。  

3 歳未満は、 乳児院の入所率（ 約 7 0 ％） の定員規模で推計（ 必要数の約

1 4 0 % ） し 、 3 歳以上就学前と 学童期以降は、 児童養護施設の入所率（ 約

9 0 ％） の定員規模で推計（ 必要数の約 1 1 0 ％） し ていま す。  

 

 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 1 0 年度 令和 1 1 年度 

３ 歳未満 4 0 1 人 3 7 1 人 3 4 0 人 3 0 9 人 2 7 6 人 

３ 歳以上就学前 3 1 3 人 3 0 0 人 2 8 6 人 2 7 1 人 2 5 7 人 

学童期以降 2 ,9 4 8 人 2 ,8 4 8 人 2 ,7 3 2 人 2 ,6 8 9 人 2 ,6 7 8 人 

合計 3 ,6 6 2 人 3 ,5 1 9 人 3 ,3 5 8 人 3 ,2 6 9 人 3 ,2 1 1 人 

 

なお、 代替養育を 必要と する 児童は、 令和 1 1 年度ま で毎年増加する 見込

みである と と も に、 施設では一定数、 一時保護児童も 受け入れていま す。 特

に、 都の一時保護所は乳児には対応し ていないため、 一時保護における 乳児

院の役割は重要です。  

引き 続き 里親等への委託を 推進し ていき ま すが、 十分な里親等登録数を 確

保する ま では、 保護が必要な児童の行き 場がなく なる こ と のないよ う 、 施設

養育の定員数も 十分に確保し ておく 必要があり ま す。  
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１ ０  子供へのアン ケート ・ ヒ アリ ン グ調査 
 

○ 当事者であ る 子供の権利に関し ては、 令和４ 年改正児童福祉法において子供の権利擁

護に係る 環境整備が都道府県の業務と し て位置付けら れる と と も に、 里親等委託、 施設

入所等の措置、 一時保護の決定、 解除、 更新等の際に、 意見聴取等を 行う こ と と さ れま

し た。  

 

○ こ う し た情勢の変化も 踏ま え、 計画の策定に当たっ ては、 里親や児童養護施設等に在

籍し ている 子供の意見を 反映する ため、 アン ケ ート 調査及びヒ アリ ン グによ る 意見聴取

を 行いま し た。  

 

○ 本調査等によ り 得ら れた貴重な意見を 基に、 都と し ては、 子供の最善の利益確保に向

けて、 子供自身や周囲の大人に対する 子供の権利に関する 啓発や子供の意見表明を 支援

する 取組など を充実し ていき ま す。  

 

○ ま た、 家庭養育優先原則と パーマネンシー保障の理念に基づき 、 き め細かなケース マ

ネジメ ン ト を 行う こ と ができ る よ う 児童相談所の体制強化を 図る と と も に、 施設での養

育が必要な子供ができ る 限り 良好な家庭的環境で過ごせる よ う 、 施設の小規模化・ 地域

分散化を 進める など 環境整備に取り 組んでいき ま す。  

 

  調査概要   

 

（ １ ） 調査対象： 都内の児童養護施設・ 自立援助ホーム ・ 里親・ フ ァ ミ リ ーホームに措置

ま たは委託さ れている 児童（ 小学校高学年から 高等学校３ 年生ま で）  

 

（ ２ ） 調査方法： 対象と なる 子供に対し て事前アン ケート を 実施し ていま す。 よ り 深く 子

供の意見を引き 出すため、 アン ケート で聞いた内容を ベース に、 複数名

のワ ーク ショ ッ プ型を基本と し てヒ アリ ン グを実施し ま し た。  

 

（ ３ ） 実施時期： 令和６ 年８ 月から １ １ 月 

 

（ ４ ） 回答者数： ２ ４ 名（ 内訳は下記のと おり ）  

 

【 施設等種別内訳】  

 

施設等 回答者数 

児童養護施設 １ ０ 名 

自立援助ホーム ５ 名 

里親・ フ ァ ミ リ ーホ ーム ４ 名 

合計 ２ ４ 名 
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【 属性別内訳】  

 

属性 回答者数 

小学生 ５ 名 

中学生 ３ 名 

高校生 １ ２ 名 

フ リ ース ク ールに通う 学生 ３ 名 

その他 １ 名 

合計 ２ ４ 名 

 

 

（ ５ ） アン ケート ・ ヒ アリ ング の実施内容 

 普段の生活や学校、 友人と の間での困り ご と や本人の希望について、 選択式及び自由記

述式の設問でアン ケート 調査を し ていま す。  

ま た、 子供の考えを 引き 出し やすいよ う 、 アン ケート 調査実施後、 特に自由記述式の設

問への回答内容を も と にヒ アリ ングを 実施し ま し た。  

なお、ヒ アリ ング 実施時には都児童福祉審議会専門部会委員にも ご参加いただき ま し た。 
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主なアン ケート 調査結果（ 児童養護施設、 自立援助ホーム 、 里親 N=24）   

 

（ １ ） 周り の人にど のく ら い自分の気持ちや意見を 言えている か。  

 

 
 

（ ２ ） 周り の人に気持ちや意見を言っ たと き 、 周り の人は話を 聞いてく れる か。  
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（ ３ ） あなたの気持ちや意見が、 周り の人に大切にさ れている と 感じ ている か。  
 

 
 

（ ４ ） 気持ちや意見を 伝えたと き 、 気持ち等について、 ど のよ う に大人が考えたり 、 ど の

よ う に大人が対応する か説明さ れている か。  
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（ ５ ） 児童相談所の職員に伝えたいこ と を 伝える こ と ができ ている か。  
 

 
 

（ ６ ） 児童相談所の職員にも っ と 会いに来ても ら いたいか。  
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（ ７ ） 安心し て過ご せる 居場所がある か。（ 複数回答を 含みま す。）  
 

 
 

（ ８ ） その他 

 

① 普段の生活で困っ たこ と や嫌だっ たこ と はある か。  

児童養護施設と 自立援助ホーム へのアン ケート 結果では、「 我慢する こ と が多い」、

「 決ま り やルールが多い」 と いっ た回答が多く 、 里子へのアン ケート 結果では、「 困っ

たこ と や嫌だっ たこ と はない」 の回答が最も 多い結果と なり ま し た。  

 

② 施設職員、 里親にど のよ う なこ と を し てほし いか。  

児童養護施設と 自立援助ホーム へのアン ケート 結果では、「 一緒に遊んでほし い」、

「 話を し っ かり き いてほし い」、「 困っ ている こ と がなく なる よ う に一緒に考えてほし

い」と いっ た回答が多く 、里子へのアン ケート 結果でも 、「 話を し っかり き いてほし い」、

「 困っ ている こ と がなく な る よ う に一緒に考えてほし い」 の回答が多い結果と なり ま

し た。  

 
 
 
 
 
 
 

-40-



 主な子供の意見（ アン ケート 自由記述及びヒ アリ ン グ）   

※よ く 似た意見の統合や、 誤字脱字の修文等の編集を し ていま す。  

 

ト ピ ッ ク  

 

主な子供の意見 

 

職員等と のコ ミ ュ ニ

ケーショ ン 

・ 週１ 回く ら いは雑談でき る 時間が欲し い 

・ 一緒に話す時間がも っ と ほし い 

・ 日々のコ ミ ュ ニケーショ ン に関する 相談がし たい 

・ 第３ 者の聞き 取り 機会が欲し い 

・ 困っ ている と き には意見を だし てく れたり し て受けと めても ら

っ ている  

・ 気持ちや意見は言えてる  

 

施設等でのルール ・ ス マート フ ォ ンを 持たせてほし い 

・ 就寝時間を 遅く し てほし い 

・ 友達の家に泊ま り たい 

・ 生き 物を 飼える よ う にし てほし い 

・ 身だし なみを 整える 程度のメ イ ク は認めても ら いたい 

・ 職員がルールを 決める 際にも っと 意見を 聞いてほし い 

・ アルバイ ト 代を 自由に使える よ う にし てほし い 

・ 見ら れる テレ ビ 番組を 増やし てほし い 

・ 共有ス ペース で電子機器を 使える よ う にし てほし い 

・ レ シート を も ら わなく ても 買い物でき る よ う にし てほし い 

 

施設等の設備や環境

の充実 

・ グ ラ ウ ンド やバス ケッ ト コ ート が欲し い 

・ 庭にプールが欲し い 

・ ゲーム 機が欲し い 

・ 洗濯機やエアコ ン等の設備が古すぎる ので、 新し く し てほし い 

・ イ ンタ ーネッ ト 環境がない 

 

その他 ・ 祖父母の家など 、 以前いた場所が安心でき る  

・ 大人数が得意ではなく 、 少人数が良い 

・ 過去に在籍し た施設の人と 連絡を と り たい 

・ 区市町村職員が何度も 話を 聞いてく れ、「 諦める な」 と いっ てく

れた 

・ 習い事を し たい 

・ バイ ク や車に乗り たい 
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１ １  子供へのアン ケート ・ ヒ アリ ン グ調査（ 一時保護所）  
 

○ 令和４ 年改正児童福祉法によ り 、 児童相談所は一時保護等の際に、 児童の最善の利益

を 考慮し つつ、 児童の意見・ 意向を 勘案し て措置を 行う ため、 児童の意見聴取等を 行う

こ と と さ れま し た。  

具体的には、 一時保護の決定、 解除、 更新等の際に、 児童の意見を 聴取し ており 、 一時

保護所の運営の中においても 、 その意見を 尊重する こ と が求めら れていま す。  

 

○ 都の一時保護所では、 毎年度外部評価を 受審し 、 その中で児童へのアン ケート （ 利用

者調査） を 実施し ており 、 一時保護所運営の質を 向上さ せる 取組を 行っていま す。  

一時保護児童への利用者調査においては、 一時保護所の生活環境や、 支援内容に関す

る 意見を 聴取し 、 それを基に改善策を 講じ ていま す。  

 

○ さ ら に、 法改正に伴い、 意見表明等支援員の導入が進めら れており 、 令和６ 年度よ り

一部の保護所において試行実施し ていま す。  

意見表明等支援員は、 児童が自分の意見を 表明し やすい環境を 整える 役割を 担っ てお

り 、 こ れによ り 児童の意見がよ り 一層尊重さ れる よ う になっ ていま す。  

 

○ 今回、 社会的養育推進計画の策定にあたり 、 こ う し た日頃の活動から 聴取し た児童の

意見のほか、 一時保護中の児童や、 一時保護所を 退所し た児童から も アン ケート 調査及

びヒ アリ ング によ り 意見聴取を 行いま し た。  

児童の声を 施策に生かし 、 心身と も に健やかにし て、 安全な生活を 送る こ と を 保障す

る ためのよ り 良い社会的養育環境の実現を 目指し ていま す。  

 

  調査概要  

（ １ ） 調査対象： 都の一時保護所に入所中及び退所後の児童（ 就学前の児童から 高等学校

３ 年生ま で）  

 

（ ２ ） 調査方法： 都の児童相談所（ １ １ か所） に対し 、 一時保護所に入所中の児童（ 未就学

の児童含む）、 及び退所後の児童に対し 、 児童福祉司など がアン ケート 内

容に沿っ た調査及びヒ アリ ン グによ り 意見聴取を 行いま し た。  

 

（ ３ ） 実施時期： 令和６ 年７ 月から ８ 月 

 

（ ４ ） 回答者数： ８ ６ 名（ 内訳は下記のと おり ）  

 

【 種別内訳】  

 

施設等 回答者数 

一時保護所入所中 ５ １ 名 

一時保護所退所後 ３ ５ 名 

合計 ８ ６ 名 
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【 属性別内訳】  

 

属性 回答者数 

就学前 ８ 名 

小学生 ３ ６ 名 

中学生 ２ ４ 名 

高校生 １ ８ 名 

合計 ８ ６ 名 

 

 

（ ５ ） 聞き 取り 調査の実施内容 

 一時保護所での生活について、 良いと 思う こ と や嫌だと 思う こ と 、 権利擁護など につい

て対象児童の状況に応じ て、 児童福祉司等が隣でサポート し ながら 又は口頭によ る 聞き 取

り によ り 調査を 実施し ていま す。   
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主なアン ケート 調査結果（ 全体 N=78、 保護中 N=43、 退所後 N=35）   

 

（ １ ）  一時保護所での生活で良いと 思う こ と ・ 思っ たこ と 。  

  

 一時保護所の生活について、 概ね良いと 感じ ている こ と が分かる 。 特に食事に関し ての

事柄に満足度が高い。 次いで入浴や児童同士での遊び・ 会話、 職員と の会話・ 相談が可能

である こ と が高い。  
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（ ２ ）  一時保護所での生活で嫌だと 思う こ と ・ 思っ たこ と 。  

 

友人と 会えない・ 連絡でき ない、 ス マート フ ォ ン や携帯電話が使えないこ と が６ 割以

上と 不満が高い結果と なっ ている 。 通学でき ないこ と が４ 割以上、 先生と 会えないこ と

など が 3 割以上と なっ ており 、 学校関連の不満も 感じ ている こ と が分かる 。  
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（ ３ ）  あ なたは、 必要な時に保護所の職員に相談でき ま し たか。  

 

  相談でき た割合は全体では 6 割を 超えている 。 相談でき たと 回答し たのは保護中よ り

も 退所後の児童の方が約１ ３ ％高い割合と なっ た。  

 

 
 

（ ４ ）  相談でき なかっ た理由を 教えてく ださ い。  

 

 保護中の児童では、 時間がなかっ たから が最も 割合が高く 、 の次に職員が忙し そう だっ

たから と なっ ている 。 退所後の児童では、 他の人の目が気になる から 、 相談し づら い雰囲

気だっ たから 、 その他が４ 割で同数の割合と なっている 。  
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（ ５ ）  あ なたは一時保護所に私物を 持ち込んでいま すか。  

 

  私物の持ち込みに関し ては、 全体では半々ぐ ら いの割合と なっ ている が、 保護中は持

ち込んでいる が、 退所後は持ち込んでいない、 が高い割合と なっている 。  

 

 
 

 

（ ６ ）  持ち込んだ私物を 教えてく ださ い。  

 

  全体でみる と 学習道具が約 4 割と 最も 高く 、 次いで私服が 3 割強であっ た。  
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（ ７ ）  あ なたは保護所でプラ イ バシー（ 他人に知ら れたく ないこ と ） が守ら れている と か、

大事にさ れている と 思いま すか。  

 

  プラ イ バシーが守ら れている と 回答し た児童は全体では約 9 割と 高い割合であ っ たが、

退所後の児童で約１ 割は守ら れていない・ 大事にさ れていないと いう 回答であ っ た。  

 

 
 

 

（ ８ ） 家族や親族と 話し たいと き に、 連絡がと れま し たか、 ま たは、 連絡を と っ ても ら え

ま し たか。  

 

  連絡がと れた割合は学年が上がる につれて高く なる も のの、 常に連絡がと れた、 全て

ではないが大体連絡がと れた、 の割合を 合わせても 、 ３ 割に満たない割合であ っ た。  
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（ ８ ）  通学希望を 聞かれま し たか。 ま た希望し た場合、 対応し ても ら えま し たか。  

 

  本質問については、 全体（ ７ ８ 名） のう ち約２ 割（ １ ６ 名） の回答し か得ら れなかっ た。

その中では、 半数弱の児童が希望通り 学校に通学でき たも のの、 半数強の児童は通学希望を

聞かれていない、 と いう 結果であった。  
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 就学前の児童の意見（ ヒ アリ ン グ）   

 

 

調査項目 

 

主な子供の意見 

 

一時保護所での生活

で「 よ かっ た」「 楽し

い」 と 思う こ と  

・ 遊びが楽し い。 おも ちゃで遊べる 。（ 9 件）  

・ 食事がおいし い。 おやつがでる 。（ 4 件）  

・ 先生が優し い。（ 3 件）  

・ テレ ビ が視聴でき る 。（ 2 件）  

・ 買い物が楽し い。（ 2 件）  

・ 学習が楽し い。（ 1 件）  

・ 入浴。（ 1 件）  

・ 運動。（ 1 件）  

・ 安心。（ 1 件）  

 

 

一時保護所の生活で

「 嫌だ」「 変えてほし

い」「 も っ と こ う し た

い」「 も っ と こ う いう

こ と がし た い」 と 思

う こ と 。  

・ 嫌なこ と はない。（ 7 件）  

・ 特定の食べ物がほし い。（ 2 件）  

・ 叱ら れる のが嫌。（ 2 件）  

・ 他児におも ちゃを と ら れてし ま う 。（ 2 件）  

・ 外出し たい。（ 2 件）  

・ 家の話を する こ と が嫌。（ 1 件）  

・ マス ク が嫌。（ 1 件）  

・ う る さ いこ と が嫌。（ 1 件）  
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第３章 東京都における具体的取組  

 

１ 「 当事者である子供の権利擁護の取組の充実 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・これまでの取組  

（１）子供の意見表明等支援 

①子供や周りの大人に対する権利の啓発 

 〇 守られるべき権利や困ったときの相談方法を子供に周知するため、小学生以上

の措置児童には子供の権利ノートを、幼児・障害児の措置児童には権利の説明動

画や意見表明を補助するカードを、一時保護児童にはリーフレットをそれぞれ活

用して、啓発を実施しています。 

 

 〇 子供の権利については、一時保護や措置の際に児童福祉司から、日々の生活の

中で里親や職員から子供に説明するほか、児童養護施設に入所する小学生以上の

措置児童を対象として、都職員による子供の権利ノートの説明訪問を定期的に実

施しています。 

 

 〇 子供の周りにいる大人が権利擁護の重要性を理解し実践できるよう、児童相談

所職員、里親、施設職員等を対象に、子供の権利擁護の意義やポイント等を解説

するハンドブックを作成し、配付しています。 

 

 〇 ハンドブックの内容等を踏まえた「被措置児童等の権利擁護に関する説明会」

を開催し、子供の権利擁護の重要性、権利の説明動画や意見表明を補助するカー

ドを活用した子供への権利の説明及び意見表明等支援の実践、都が新たに開始し

た児童福祉審議会への申立てや意見表明等支援事業などの取組等について解説し

ています。 

 

 〇 一時保護所や施設では、意見表明権の保障として第三者委員や意見箱を活用し、

子供の年齢や発達状況に応じた意見聴取を実施しています。 

 

 〇 児童養護施設における第三者委員や意見箱の活用例をまとめた事例集を作成し

て児童相談所、一時保護所、児童養護施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム

（目指す方向性） 

〇子供の権利の更なる啓発 

 

〇意見表明等支援員の導入促進 

 

〇子供の権利を守るための仕組みの適切な運用 

 

〇被措置児童等虐待へのより速やかな対応 
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に配付し、運用の底上げを図ります。 

 

②意見表明等支援事業の実施 

 〇 令和６年４月施行の改正児童福祉法に、子供の意見表明等を支援する体制の整

備に努めることが規定されました。 

 

 〇 都は、改正児童福祉法を踏まえた意見表明等支援の新たな仕組みとして東京都

児童福祉審議会が取りまとめた「児童相談所が関わる子供の意見表明を支援する

仕組み（子供アドボケイト）の在り方について」を踏まえ、令和５年度に、措置

決定、里子の生活、児童福祉審議会への申立ての場面への意見表明等支援員の具

体的な導入方法を検討しました。 

 

 〇 令和６年９月から、一部の一時保護所入所中及び里親委託中の子供を対象とし

て、意見表明等支援員による訪問・面談をモデル的に開始しています。 

 

 〇 モデル実施にあたっては、児童相談所等の関係機関からの独立性を確保するた

め、民間の事業者に委託して意見表明等支援員を養成するほか、意見表明等支援

の経験が豊富な者等によるスーパーバイズの体制を確保しています。 

 

 〇 子供、職員にアンケートを実施し、意見表明等支援員との面談、意見の伝達、

伝達した意見へのフィードバック等について検証し、意見表明等支援員の導入先

拡大を検討していきます。 

 

③子供の権利を守るための仕組み 

 〇 子供の権利に関する専門的な相談と権利侵害に具体的に対応するため、子供か

ら虐待、いじめ、体罰等の悩みや訴えを受け付ける「子供の権利擁護専門相談事

業」を平成１６年度から実施しています。 

 

 〇 フリーダイヤルで直接子供から相談を受けるほか、一時保護児童は相談用紙で、

措置児童は相談はがきでも受け付けています。 

 

〇 深刻な相談の場合は、弁護士や学識経験者で構成する子供の権利擁護専門員が

調査を行い、中立的な第三者の立場から、必要な助言や調整活動を実施していま

す。 

 

 〇 措置内容に関する相談については、子供の権利擁護専門員による調整活動を経

てもなお納得できない場合に、子供本人が児童福祉審議会に申し立てることがで

きる制度を、令和６年度から開始しています。 

 

（２）被措置児童等虐待への対応 
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 〇 里親や施設職員を対象とした研修会等の機会をとらえて、「子供の権利擁護」や

「被措置児童等虐待の防止」をテーマとした講義を実施しています。 

    

 〇 施設等における被措置児童等虐待事案については、子供本人からの届出や周り

の者からの通告を受け、児童福祉法の規定に基づいて子供の安全確保、事実関係

の調査、施設等への指導等を実施しています。 

 

 課題と取組の方向性  

（１）子供の意見表明等支援 

＜課題１＞子供の権利に関する更なる啓発 

〇 子供の権利ノートは、直近の改訂から１０年以上が経過しているため、この間

の児童福祉法の改正内容を反映する必要があります。 

 

〇 一時保護児童に配付しているリーフレットは、子供に権利があることの説明や

相談すべき困りごとの例示に留まっていることから、子供の権利に関する具体的

な記載が必要です。 

 

〇 児童養護施設の入所児童を対象とした子供の権利ノートの説明訪問を実施して

いますが、子供の権利ノート、権利の説明動画、意見表明を補助するカード等は、

委託家庭や入所施設により活用状況に差があるほか、すべての子供が意見表明の

相手方となる児童福祉司、里親、施設職員等以外の第三者から定期的に説明を受

けることも重要です。 

 

 〇 子供の周りにいる大人が権利擁護の重要性を理解し実践するとともに、子供に

権利の説明を十分にできるよう、里親や施設職員等に対して継続的に啓発を実施

していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組１－２）子供に対する権利の啓発の更なる推進 

〇 子供が意見表明の相手方以外の第三者から権利の説明を受ける機会を確保す

るため、子供の権利ノートの説明訪問の対象を拡大します。 

〇 権利の説明動画や意見表明を補助するカードを活用した、幼児・障害児への説

明訪問を実施します。 

（取組１－１）子供の権利ノート等の改訂 

 〇 子供の権利ノートを見直し、意見表明権の保障や児童福祉審議会への申立て制

度など、改正児童福祉法を踏まえた内容に改訂します。 

 

〇 子供の権利ノートの改訂内容をもとに、一時保護児童に配付するリーフレット

の見直しを検討します。 

-53-



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題２＞意見表明等支援員の導入先拡大 

〇 モデル実施の結果を踏まえ、効果的な意見表明等支援の方法や十分な担い手の

確保等、導入先の拡大に向けた検討が必要です。 

 

〇 子供が意見表明をできているか、意見表明を支援するための制度を知っている

か、支援に満足しているか等、意見表明等支援の実施方法や支援内容を継続的に

検証することが必要です。 

 

〇 児童相談所設置区においても意見表明等支援を実施していますが、取組状況が

それぞれ異なるため、希望するすべての子供が意見表明等支援を受けられる体制

を整えることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組２－１）意見表明等支援員の導入先の拡大 

〇 モデル実施の結果を踏まえ、保護や措置の状況に応じた効果的な訪問、面談

の方法や都内全域で実施するために必要な担い手の確保等について検討しま

す。 

（取組１－３）里親や施設職員等に対する子供の権利の啓発の更なる推進 

 〇 年齢、発達状況、障害特性など子供に応じた意見表明等支援の方法、子供の権

利ノート、権利の説明動画、意見表明を補助するカードの効果的な活用方法等を

習得できるよう、被措置児童等の権利擁護に関する説明会をより実践的な内容に

見直します。 

 

 〇 児童相談所職員、里親やファミリーホームの職員、乳児院、児童養護施設、児

童自立支援施設、自立援助ホーム、障害児施設、母子生活支援施設等の入所施設

の職員など、子供の周りにいる大人が幅広く説明会に参加できるよう開催方法の

見直しを検討します。 

（取組２－２）意見表明等支援事業を検証する仕組みの構築 

〇 子供へのアンケート調査を通じて、子供の権利の理解度、意見表明や支援体

制の満足度等を把握し、子供の希望に応じた効果的な意見表明等支援の実施に

ついて検証します。 

（取組２－３）児童相談所設置区と連携した意見表明等支援の実施 

〇 児童相談所設置区と成果や課題を共有し、広域で円滑に意見表明等支援を実

施できるよう連携します。 

-54-



 

 

＜課題３＞子供の権利を守るための仕組みの適切な運用 

〇 児童福祉審議会に子供本人が申し立てることができる制度は、児童相談所設置

区においても運用しており、それぞれ相談窓口や申立て方法等が異なるため、子

供に分かりやすく周知するとともに、他自治体の子供から相談を受けた場合に、

適切に該当自治体につなぐことができるよう連携していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）被措置児童等虐待への対応 

＜課題４＞被措置児童等虐待へのより速やかな対応 

 〇 被措置児童等虐待の事案を引き続き適切に把握するとともに、被害児童の権利

擁護等のため、より速やかに調査を実施する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組３）子供本人申立て制度のより分かりやすい周知 

  

 〇 児童福祉審議会への子供本人申立て制度について、児童相談所設置区の取組状

況等も踏まえ、周知内容の見直しを検討します。 

〇 子供の権利擁護専門相談事業は、児童相談所設置区を含めた都内のすべての子

供を相談対象としていることも踏まえ、引き続き権利侵害事案に対する丁寧な相

談、助言、調整活動を実施していきます。 

（取組４）被措置児童等虐待の過去事例の整理・分析を調査等に活用 

 〇 被措置児童等虐待事案に迅速に対応するため、過去事例を整理・分析し、調査

や事実認定の効率化に活用していきます。 
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 評価指標  

 

取組 指標名 
現状 

 
目標値 

取組１ －３  社会的養護に関わる 関係職員（ 児

童相談所、 一時保護施設、 里親・

フ ァ ミ リ ーホ ーム 、 施設、 里親支

援セ ン タ ー、児童家庭支援セ ン タ

ー、意見表明等支援事業の委託先

団体等の職員） 及び子供自身に対

する 子供の 権利や権利擁護手段

に 関する 研修や啓発プ ロ グ ラ ム

等の実施回数、 受講者等数 

・ 被措置児童

等の権利擁護

に関する 説明

会（ 全１ ０ 回、

参加者１ ５ １

名）  

・ 子供の権利

ノ ート 説明訪

問（ １ ３ か所、

参加者４ １ ３

名）  

 

 

 

・ 被措置児童

等の権利擁護

に関する 説明

会（ 全希望者

が参加）  

・ 子供の権利

ノ ート 説明訪

問（ 全対象施

設等を ３ 年ご

と に訪問）  

取組２ －１  

取組２ －２  

意見表明等支援事業を 利用可能

な 子供の 人数及び事業を 利用し

た 子供の人数、第三者への事業委

託状況（ 子供と 利益相反のな い独

立性を 担保し て いる か ）  

・ 利用可能な

子供の 人数

（ １ １ ２ 名）  

・ 利用し た 子

供の人数（ １

１ ０ 名）  

・ 第三者への

委託は実施済

み 

※意見表明等

支援員のモ デ

ル導入におけ

る 実績 

※利用し た 人

数は、 面談し

た 児童の延べ

人数 

 

 

 

・ 利用可能な

子供の 割合

（ １ ０ ０ ％）  

・ 引き 続き 適

切な 団体へ委

託 

共通 措置児童等を 対象と し た 子供の  ・ 希望する 全
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権利擁護に 関する 取組に 係る 子

供 本 人 の 認 知 度 （ 知 っ て い る

か ）・ 利用度（ 利用し た こ と が あ

る か 、 利用し やすいか ）・ 満足度

（ 利用し て ど う だ っ た か）  

・ 認知度（ ９

７ ％）  

・ 利用度（ ９

８ ％）  

・ 満足度（ ９

７ ％）  

※意見表明等

支援員のモ デ

ル導入におけ

る 調査によ る  

※利用度は、

面談し た 児童

の延べ人数を

基に積算 

 

 

て の子供が 利

用でき る よ う

周知徹底 

取組１ －１  措置児童等を 対象と し た 子供の

権利に 関する 理解度（ 子供の気持

ち や意見に つい て ど の よ う に 大

人が考え た り 、対応する か説明さ

れて いる か ）  

８ ３ ％ 

※一部の措置

児童を 対象と

し た 調査に よ

る  

・ 子供が権利

について 知る

機会を 適切に

確保 

取組１ －１  

取組２ －１  

取組２ －２  

措置児童等を 対象と し た 日頃か

ら 意見表明が で き る 子供の 割合

（ 周り の 人に 気持ち や意見を 言

え て いる か 、児童相談所の人に伝

え た いこ と を 伝え ら れて いる か）

及び意見表明に係る 満足度（ 周り

の人は話を 聴いて く れる か 、気持

ち や意見が 大切に さ れ て い る と

感じ る か、児童相談所の人にも っ

と 会いに来て も ら いた いか ）  

意見表明が で

き る 子供の 割

合（ ８ ３ ％）、

満足度（ ７

５ ％）  

※一部の措置

児童を 対象と

し た 調査に よ

る  

・ 希望する 全

て の子供が 意

見表明を で き

る よ う 支援 

取組３  児童福祉審議会に おけ る 子供の

権利擁護に 関する 専門部会又は

そ の 他の 子供の 権利擁護機関の

設置状況、当該専門部会又は権利

擁護機関に 対し て 子供か ら 意見

の申立て が あ っ た 件数 

・ 児童福祉審

議会子供権利

擁護部会の 設

置 

・ 児童福祉審

議会への子供

から の 申立て

件数（ ０ 件）  

・ 引き 続き 適

切に相談、 審

議体制を 運用 

・ 引き 続き 子

供から の相談

に適切に対応 

共通 社会的養護施策策定の 際の 検討 ・ 児童福祉審 引き 続き 実施 
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委員会への 当事者であ る 子供（ 社

会的養護経験者を 含む。） の 委員

と し て の 参画の 有無や措置児童

等に 対する ヒ ア リ ン グ やア ン ケ

ート の 実施の有無 

議会専門部会

等におけ る 社

会的養護経験

者の委員任用

及び子供への

ア ン ケ ート 実

施 

 

 

 

-58-



 

２  「  パーマ ネ ン シ ー保障の考え 方に基づく 支援体制の構築 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

１  困難を 抱え る 妊産婦を 含む子供や家庭に 対する 支援体制の 構築及び予防的支援の

充実 

 

○ 児童福祉法・ 母子保健法の 改正に よ り 、 児童福祉部門と 母子保健部門が 一体と

な り 妊娠期か ら 包括的な 相談支援を 実施する こ ど も 家庭セ ン タ ーの 設置が 各区市

町村へ努力義務化さ れま し た 。 都は、 こ ど も 家庭セ ン タ ー体制強化事業の 実施に

よ り 、 こ ど も 家庭セ ン タ ーの設置を 促進し て いま す。  

 

○ と う き ょ う マ マ パパ応援事業を 通じ て 、 妊娠期か ら 子育て 期に わた る 切れ目な

い支援体制を 整備する 区市町村への支援を 強化し て いま す。  

 

○ 妊娠・ 出産・ 子育て の不安に 対応する 相談支援、 研修等を 実施し て いま す。  

 

○ 虐待の 未然予防や特定妊婦等に対する サ ポ ート を 関係機関と 連携し て 実施する

区市町村を 支援し て いま す。  

 

２  児童相談所の ケ ース マ ネ ジ メ ン ト 体制の 充実強化 

児童相談所は、 児童福祉法第 2 7  条第１ 項第３ 号に基づき 、 里親等への委託又は

児童福祉施設等への 措置を 必要と する 場合に おいて は、 家庭養育優先原則と パーマ

ネ ン シ ー保障の 理念に 基づき 、 ま ずは親族里親、 養子縁組里親、 養育里親若し く は

専門里親又はフ ァ ミ リ ーホ ーム の 中か ら 、 こ ど も の 意見又は意向や状況等を 踏ま え

つつ、 こ ど も に と っ て 最良の 養育先と する 観点か ら 、 代替養育先を 検討する 必要が

あ り ま す。  

【 児童相談所運営指針よ り 抜粋】  

 

 

 

（ 目指す方向性）  

○妊娠期か ら 子育て 期にわた る 切れ目のな い支援の 実施・ 充実 

 

○家庭養育優先原則と パーマ ネ ン シ ー保障に基づく ケ ース マ ネ ジ メ ン ト の 徹底 

 

○移行期の 連携体制の構築 
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＜ケ ース マ ネ ジ メ ン ト の徹底＞ 

 ○ 所内の定期的な ケ ース の 進行管理会議で 、 子供の 状況を 確認し な が ら 、 援助方

針の見直し を 検討し て いま す。  

 

 ○ 施設入所児童等の 家庭復帰に向け て は、 児童と そ の 保護者に 対し て 、 家族合同

での グ ループ 心理療法や、 親の グ ループ カ ウ ン セ リ ン グ 、 家族カ ウ ン セ リ ン グ な

ど 、 家族再統合の た めの様々な 援助を 行っ て いま す。  

 

 ○ 各児童相談所に設置し て い る 里親委託等推進委員会に 乳児院や児童養護施設の

職員等の 参加を 求め、 入所児童の 生活状況等を 踏ま え 、 き め細か に 委託の可否を

検討し て いま す。  

 

＜里親委託、 家庭復帰促進に 向け た 児童相談所の体制＞ 

 ○ 里親養育支援児童福祉司（ 常勤） 及び養育家庭専門員（ 会計年度任用職員） が、

地域の 養育家庭への支援等を 担当し て いま す。  

 

 ○ 家庭復帰担当司（ 常勤） 及び家庭復帰支援員（ 会計年度任用職員） が 、 措置中

児童の 家庭復帰に 向け た 取組を 担当し て いま す。  

 

３  移行期の連携体制の構築 

 

 ○ 支援を 要する 児童への 切れ目の な い 支援に 向け て 、 要保護児童対策地域協議会

の個別ケ ース 検討会議や実務者会議等に おい て 、 関係機関同士で 役割分担を 明確

にし た 上で 、 連携し な がら ケ ース に対応し て いま す。  

 

 ○ 関係機関向け 研修教材・ 研修プ ロ グ ラ ム を 作成し 区市町村へ提供し て いま す。  

 

 

 課題と 取組の方向性  

＜課題１ ＞妊娠期から 子育て 期に わた る 切れ目の な い支援の実施・ 充実が 必要 

○ 母子保健部門と 児童福祉部門が連携し な が ら 、 サ ポ ート が 必要な 妊婦や子育て

家庭を 把握し 、 適切な 支援に つな げる 体制整備を 促進する た め、 区市町村への 支

援を 一層充実する こ と が必要です。  

 

 ○ 子育て 家庭等に対し 、 妊娠期か ら 伴走型の寄り 添い支援を 実施する ほ か 、 母子

保健サービ ス や家庭支援事業な ど 必要な 支援を 提供する こ と で 、 虐待等に至る 前

の予防的支援を 充実する こ と が必要です。  

 

 〇 要支援家庭に対し 、親子を 分離する こ と な く 、在宅での生活を 継続でき る よ う 、

親の養育支援を 支え る 取組が 必要です。  
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○ 特に 支援が 必要な 妊産婦等への取組の充実が 重要な た め 、 地域で関係機関が 連

携し な が ら 妊産婦等を サポ ート する 新た な 仕組みや、 特定妊婦等が 安心し て 生活

でき る 環境整備が 必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組１ －３ ） 特に支援が 必要な 妊産婦への支援の 充実 

 ○ 妊産婦のメ ン タ ルヘルス 対策を 推進する た め、地域の 関係機関が連携する た め 

のネ ッ ト ワ ーク 体制を 構築し ま す。  

 

○   民間事業者と 連携し 、 特定妊婦等への 支援を 充実し ま す。  

（ 取組１ －２ ） 地域での切れ目の な い支援体制の 充実 

 ○ 面談等の 伴走型相談支援や母子等への 産後ケ ア 、 妊婦や子育て 家庭への家事育

児サポ ータ ー派遣な ど 、産後う つや乳幼児の 虐待予防に資する 取組を 行う 区市町

村への 支援を 充実し ま す。  

 

 ○ 子育て 世帯訪問支援事業や子育て 短期支援事業等、 家庭支援事業に 取り 組む区

市町村の人材確保や実施促進に向け た 支援を 充実し ま す。  

 

 〇 母子生活支援施設な ど の 地域の 資源を 活用し た 母子一体型シ ョ ート ス テ イ の

立ち 上げ支援や、 シ ョ ート ス テ イ の協力家庭の拡大を 推進し ま す。  

（ 取組１ －１ ） こ ど も 家庭セ ン タ ーの体制強化 

○ こ ど も 家庭セ ン タ ーに おいて 、 妊産婦の悩みやニ ーズ を 適切に把握し 、 寄り 添

い支援を 行う こ と で 虐待の 未然防止へ積極的に 取り 組む区市町村に 対し 、 支援

効果を 測る 仕組みを 構築・ 提供し 、 体制整備を 促進し ま す。  

-61-



 

＜課題２ ＞児童相談所のケ ース マ ネ ジ メ ン ト の徹底に向け た 体制強化 

〇 区市町村の子供家庭支援セン タ ーには、 心理職員が配置さ れて おり 、 心理的 

側面か ら 子供や保護者への 専門的な 支援を 行う こ と が期待さ れる も の の 、 多く の

心理職が ケ ース ワ ーク を 担っ て おり 、 専門職と し て の専門性を 十分に 発揮で き て

いな い実態も みら れま す。  

 

○ 家庭養育優先原則と パーマ ネ ン シ ー保障の 理念に 基づき 、 児童や保護者に 対し

て 、 き め細か な ケ ース マ ネ ジ メ ン ト を 行う た め、 児童相談所の 体制を 一層強化す

る 必要があ り ま す。  

 

○ 虐待に よ り 、 一時保護や入所措置等を 行っ た 子供が家庭に 復帰し 、 地域で 安心

し て 暮ら せる た めの 援助に は関係機関の 理解や在宅支援サービ ス が 不可欠で すが 、

調整に時間を 要する 場合が あ り ま す。 ま た 、 里親委託につい て は、 子供に 家庭養育

を 保証する た めに 、 実親の 理解や委託後の き め細かな フ ォ ロ ー等が必要で す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組２ －１ ） 子供家庭支援セ ン タ ーにおけ る 親子支援の 充実 

○ 子供家庭支援セ ン タ ーの 心理職が児童相談所と 連携し 、専門的な 支援が行え

る よ う 専門性向上に向け た 取組を 検討し ま す。  

（ 取組２ －２ ） 児童相談所の 体制の一層の 強化 

○ 児童相談所に おけ る 専門職の 計画的な 増員と 、家庭養育優先原則と パーマ ネ

ン シ ー保障を 徹底する マネ ジ メ ン ト 体制を 強化し ま す。  

（ 取組２ －３ ） 進行管理の 徹底と フ ォ ス タ リ ン グ 機関と の 連携強化 

 〇 ま ずは、 児童が 家庭に おいて 健やか に 養育さ れる よ う 保護者を 支援し ま す。

保護者によ る 養育が困難な 児童について は、 親族に よ る 養育や里親等への委託

に向け て 支援を 行いま す。  

 

○ 里親等への 委託を 推進する た め、 各児童相談所に おけ る 里親等委託率や課題

を 定期的に 共有し 、 進捗状況の確認を 徹底し ま す。  

 

 

 〇 フ ォ ス タ リ ン グ 機関と 連携し た 里親への き め細かな 支援体制を 充実強化し ま

す。  

 

 〇 里親家庭につい て は、 里親自ら が 研修講師やフ ァ シ リ テ ータ ーと な れる 講師

養成を 行い、 社会的養育に関する 演習方式の 研修を 実施する な ど 、 里親自ら が

社会的養育の担い手で あ る こ と の 理解を 深めて いき ま す。  
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＜課題３ ＞切れ目のな い支援に向け た 連携体制の 構築 

○ 児童相談所が 一時保護や入所措置等を 行っ た 子供が家庭に 復帰する 際な ど 、 中

心と な る 支援者が 変わる 移行期に おいて も 、 支援が 途切れる こ と な く 関係機関同

士で連携し な がら 支援の連続性を 保証する 仕組みを 構築する 必要があ り ま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

取組１ －１  こ ど も 家庭セ ン タ ー体制強化事

業実施自治体数（ 都独自）  
１ ４ 自治体 全自治体 

取組１ －１  こ ど も 家庭セ ン タ ー設置に 向け

た 区市町村研修受講自治体数（ 都

独自）  

３ ２ 自治体 全自治体 

取組１ －２  
産後ケ ア 事業の利用率（ 都独自）  

2 3 .1 ％ 

(令和４ 年度) 
増やす 

取組１ －２  都道府県と 市区町村と の 人材交

流の実施状況 

研修派遣を 受

け 入れて いる  
増やす 

取組１ －２  こ ど も 家庭セ ン タ ーに おけ る サ

ポ ート プラ ン の策定状況 
３ ４ 自治体 増やす 

取組１ －２  市町村子ど も・ 子育て 支援事業計

画に おけ る 家庭支援事業の 確保

方策 

区市町村調査

集計中（ 令和

７ 年１ 月完了

見込み）  

整備を 促進す

る  

取組１ －２  市町村子ど も・ 子育て 支援事業計

画におけ る 家庭支援事業の 確保

方策の 達成率 

区市町村調査

集計中（ 令和

７ 年１ 月完了

見込み）  

増やす 

（ 取組３ ） 移行期の連携体制の構築 

 ○ 社会的養育にか か わる 支援者や措置機関等が 相互の 理解を 深めつつ途切れず

に支援し て いく た めの 、 き め細やかな 情報共有体制や取組を 検討し ま す。  

 

 〇 子供が 自分の措置記録や社会的養育の 記録を 知る こ と が で き る よ う に、 国に

おけ る 児童記録票の保存期間等に関する 検討の 動向を 注視し な が ら 、 都と し て

保存年限や開示方法の 課題等の整理を 進めて いき ま す。  
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取組１ －２  市区町村に おけ る 子育て 短期支

援事業を 委託し て いる 里親・ フ ァ

ミ リ ーホ ーム  

１ ０ ４ か所 増やす 

取組１ －３  特定妊婦等への 支援に 関係する

職員等に対する 研修の 実施回数、

受講者数 

研修 1 1 回、

受講者 

9 ,0 4 5 名 

研修の 着実な

実施 

取組１ －３  助産施設の 設置数 

3 8 施設 

助産施設を 引

き 続き 確保す

る  
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３  「  家庭と 同様の環境におけ る 養育の推進 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

１  里親制度の普及、 登録家庭数の拡大、 委託の 促進 

 〇 里親制度の 認知度の 向上を 図る た め、 ウ ェ ブ サイ ト の運営等の広域的な 広報や、

フ ォ ス タ リ ン グ 機関によ る 地域で のイ ベン ト 参加や住民向け 広報の実施、里親体験

発表会の開催、 学校や医療機関への出前講座等の 取組を 実施し て いま す。  

 

 〇 フ ォ ス タ リ ン グ 機関に 区市町村連携コ ーディ ネ ータ ーを 配置し 、 区市町村と 連

携し た 里親の新規開拓及び普及啓発等に関する 取組を 実施し て いま す。  

 

  〇 都におけ る 、 代替養育を 必要と する 児童全体に占める 里親、 フ ァ ミ リ ーホ ーム

への 委託率（ 里親等委託率） は、 １ ７ ． ５ ％（ 令和５ 年度末） と な っ て いま す。 養

育家庭の登録数及び里親等委託率は増加傾向にあ り ま すが 、計画の目標値から は若

干下回っ て いる 状況にあ り ま す。  

 

 〇 養子縁組里親は、 登録家庭数に 対し て 養子縁組の 候補と な る 児童が少な いこ と

な ど か ら 、 マ ッ チン グ に至ら な い家庭が多く 存在し て いま す。マ ッ チン グ を 待っ て

いる 養子縁組里親は、 研修に よ り 一定の 知識・ ス キ ルを 習得し て おり 、 ま た 養子縁

組に はこ だわら ず、 児童を 長期的に養育する こ と を 希望する 家庭も あ る こ と から 、

養子縁組里親に対し て 養育家庭と し て の委託がで き る よ う 、養親縁組里親と 養育家

庭の 両方に 里親と し て 登録を する 、 二重登録の運用を 開始し ま し た 。  

 

 

２  里親に 対する 支援 

 〇 里親のリ ク ルート や里親に 対する 研修、 委託中の 養育への 支援並びに里親委託

措置解除後に おけ る 支援に 至る ま で の 一貫し た 里親支援を 行う フ ォ ス タ リ ン グ 機

関事業を 、 令和 2 年度か ら 開始し ま し た 。 令和６ 年度中には、 東京都の 所管する

全域に おいて 、 フ ォ ス タ リ ン グ 機関を 導入する 予定です。  

（ 目指す方向性）  

〇 里親制度の 普及と 登録家庭数の 拡大、 社会的養護を 必要と する 児童の 里親等への

委託の促進 

 

〇 里親の 養育を 支え る た めの、 里親に 対する 支援の充実 

 

〇 特別養子縁組に関する 取組の推進 
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〇 令和６ 年４ 月に 施行さ れた 改正児童福祉法に おい て 、 里親支援事業や、 里親や

委託児童等に対する 相談支援等を 行う 「 里親支援セ ン タ ー」 が 、 「 児童福祉施設」

と し て 位置づけ ら れま し た 。  

 

〇 里親が 抱え る 課題への 対応力向上を 目的と し た 里親フ ォ ロ ーア ッ プ 研修や、 未

委託家庭を 対象と し た 里親ス キ ルア ッ プ 研修等の 研修機会の 提供、 未委託家庭に

対する 家庭訪問の 実施な ど 、 里親の ス キ ルア ッ プ に 向け た 取組を 実施し て いま す。 

 

〇 児童の 処遇等に 関し て 、 チーム 養育の中で 調整が でき な いケ ース に ついて 、 児

童の利益を 守り 、 権利擁護を 図る 観点か ら 、 第三者の立場で 意見を 聴取し 、 調整

を 行う 里親養育専門相談事業（ 里親子のサポ ート ネ ッ ト ） を 、 令和 3 年度か ら 実

施し て いま す。  

 

〇 一方で 、ケ ア ニ ーズ の高い児童の増加、児童の 特性への対応の 困難さ な ど から 、

委託が不調と な る ケ ース が 存在し て いま す。  

 

 

３  特別養子縁組に関する 取組の 推進  

 〇 民法等の 改正によ り 、 令和２ 年度か ら 、 特別養子縁組の 養子候補者の 上限年齢

が 6  歳未満から 1 5  歳未満に引き 上げら れる と と も に 、 特別養子縁組成立の 審判

について 、 二段階手続が導入さ れま し た 。  

 

 〇 家庭で 適切な 養育を 受け ら れな い新生児を 対象と し て 、 特別養子縁組が 最善と

判断し た 場合に 、で き る だ け 早期に委託に 結びつけ る こ と を 目的と し た 、 新生児委

託推進事業を 実施し て いま す。  

 

 〇 養子縁組成立後の 里親を 対象と し た 、 児童の 生い立ち の 整理の た めの 、 個別支

援プ ロ グ ラ ム 事業を 、 令和４ 年度から 実施し て いま す。  

  

 

 課題と 取組の方向性  

 

＜課題１ ＞里親の 普及、 登録家庭数の 拡大、 委託の促進 

 〇 乳幼児や高齢児等、 様々な ニ ーズ に 適う マ ッ チン グ が 可能と な る よ う 、 多様な

里親の 登録が必要です。  

 

〇 里親登録数の 拡大には、 里親制度の 社会的な 理解の促進や、 認知度の 更な る 向

上が必要で す。  
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〇 施設に 措置を さ れて いる 児童の中に は、 里親への 委託が 望ま し い児童も い る こ

と から 、 パーマ ネ ン シ — 保障の 考え の も と 、 児童の 成長や背景に 合わせた 、 措置

先の検討を 行う こ と が 必要です。  

 

〇 実親の 同意取得が 困難で あ る こ と を 理由に 委託に 至ら な いケ ース が 存在する こ

と から 、 実親に対し 里親制度への 理解を 促すた めの取組が 必要で す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組１ －４ ） 里親委託促進に向け た 取組 

〇 児童相談所に おけ る 専門職の 計画的な 増員と 、家庭養育優先原則と パーマ ネ ン

シ ー保障を 徹底する マ ネ ジ メ ン ト 体制を 強化し ま す。  

 

〇 各児童相談所におけ る 里親等委託率や課題を 定期的に 共有し 、進捗状況の確認

を 徹底し ま す。  

 

〇 実親の 里親制度への理解を 促し 、 委託を 促進する た め、 実親への 説明や委託中

の交流を 支援する 仕組みを 検討し ま す。  

 

〇 更新期間や研修体系な ど 、 里親登録の あ り 方を 見直し ま す。  

（ 取組１ －３ ） 里親の リ ク ルート に係る 区市町村と の連携強化 

〇 フ ォ ス タ リ ン グ 機関事業の都内全域で の 実施によ り 、区市町村と 連携を し た 地

域に根差し た リ ク ルート 活動の強化に取り 組みま す。  

（ 取組１ －１ ） 効果的な リ ク ルート 方法の検討 

〇 里親委託児童は年齢や委託期間等、様々な ニ ーズ が あ る こ と を 周知する と と も

に、 多様な 里親の 登録に繋が る 効果的な リ ク ルート 方法を 検討し ま す。  

（ 取組１ －２ ） 里親制度の 普及啓発 

〇 民間企業に 対する 説明会の実施等、対象を 明確にし た 効果的な 広報を 実施し ま

す。  
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＜課題２ ＞里親に 対する 支援 

〇 ケ ア ニ ーズ が 高く 対応が 困難な 児童への 対応等、 里親家庭の 抱え る 養育の 不安

や悩み等に 対し て 、 里親の 養育力向上に 資する 取組の実施と と も に 、 気軽に 相談

ができ る 体制の構築な ど 、 里親に 寄り 添っ た 支援が必要で す。  

 

〇 里親の 子育て を 支え る た めに 、 地域や企業の 理解を 促進し 、 育て やすく 働き や

すい環境の 醸成が 必要です。  

 

 〇 不調を 未然に 防ぐ た め、 マ ッ チン グ か ら の丁寧な ア セ ス メ ン ト の 実施や、 里親

の負担に対する 支援、 里親自身の 養育力の 向上が 必要で す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組２ －１ ） 包括的、 一貫し た 里親支援体制の 構築 

〇 フ ォ ス タ リ ン グ 機関事業の着実な 実施と 実績の 評価、 そ れを 踏ま え た 里親支

援セ ン タ ーへの移行に 向け た 検討を 実施し ま す。  

 

〇 レ ス パイ ト 機能の 強化や、 シ ョ ート ス テ イ な ど の地域事業の活用に よ る 、 予

防的視点の 支援を 強化し ま す。  

  

（ 取組２ －３ ） 里親の 養育力向上に資する 取り 組みの強化 

 〇 ケ ア ニ ーズ の 高い児童の 養育に資する 研修や、養育家庭の経験に合わせた 支援

の 実施等に よ り 、 里親の養育力向上に向け た 取組を 強化し ま す。  

   

（ 取組２ －２ ） 理解の醸成と 、 里親を 支え る 体制の強化 

 〇 関係機関の 連携によ り 里親を 支援する 体制（ チーム 養育） の強化を 図り ま す。 

   

 〇 民間企業に 対する 説明会の 実施等、対象を 明確にし た 効果的な 広報を 実施し ま

す。（ 再掲）  

 

-68-



＜課題３ ＞特別養子縁組に 関する 取組の推進  

〇 養子縁組里親の 登録数は増加傾向に あ り ま すが 、 養子縁組候補と な る 児童が 少

な く 、 マッ チン グ に至ら な い家庭が多く 存在し ま す。  

 

〇 児童の 心身の 成長や発達に と っ て 、 特定の 大人と の愛着形成が 重要で あ り 、 実

親の養育が 望め な い場合に はな る べく 早期の 委託が 望ま し い も の の 、 ア セ ス メ ン

ト やマ ッ チン グ ・ 交流に時間を 要する こ と が あ り ま す。  

 

〇 養子縁組成立後の養子、 養親、 実親への 支援に ついて 十分な ノ ウ ハウ が蓄積さ れ

て いな い状況があ り ま す。  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組３ －１ ） 特別養子縁組委託候補児童の 検討 

〇 実親に よ る 養育が 望めず、 他に 養育でき る 親族等がいな い児童について は、 特

別養子縁組を 検討し ま す。  

 

〇 児童相談所長によ る 特別養子適格の確認の申立等について 、積極的に 検討し ま

す。  

 

（ 取組３ －２ ） 早期の委託に 向け た 支援体制の強化 

〇 乳児院や民間あ っ せん 機関等の関係機関と の 連携を 強化し 、養親希望者と 養子

候補者と な る 児童の交流、 マ ッ チン グ が円滑に行われる 体制を 整備し ま す。  

 

〇 特に、 新生児が養子候補者と な っ た 場合について は、 で き る 限り 新生児のう ち

に養子縁組里親への委託を 進めら れる よ う 、 体制を 強化し ま す。  

（ 取組３ －３ ） 縁組成立後の 支援の検討 

〇 養子縁組里親に対し て 縁組成立後も 継続し た 支援を 行い、児童の 家庭を 取り 巻

く 個々の 状況に 応じ た 児童の 生い 立ち の 整理の た め の 個別支援プ ロ グ ラ ム を 実

施し ま す。  

 

〇 養子の 出自を 知る 権利を 保障し 、出自を 知る 権利に関する 支援を 望む者への支

援方針等の 検討を 行いま す。  
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 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

共通 ３ 歳未満、３ 歳以上の就学

前、学童期以降の 里親等委

託率、 登録率、 稼働率 

 

【 里親等委託率】  

 ３ 歳未満 1 4 .5 %  

 ３ 歳～就学前 2 4 .0 %  

 学童以降 1 6 .9 %  

 

【 登録率】  4 2 .5 %  

【 稼働率】  4 1 .3 ％ 

 

 

 

 

【 里親等委託率】  

３ 歳未満 5 0 .5 %  

３ ～就学前 5 0 .5 %  

学童以降 3 3 .6 %  

 

【 登録率】 7 4 .8 %  

【 稼働率】 5 0 .0 %  

共通 養育里親、 専門里親、 養子

縁 組 里 親 そ れ ぞ れ の 里 親

登録（ 認定） 数 

養育里親 8 0 1  

専門里親  1 9  

養子縁組 4 4 8  

養育里親 1 ,6 9 0  

専門里親  4 0  

養子縁組  9 4 5  

共通 フ ァ ミ リ ーホ ーム 数 3 0  3 6  

共通 里親登録（ 認定） に 係る 都

道 府 県 児 童 福祉 審 議 会 の

開催件数 

年 6 回 年６ 回で継続 

共通 養育里親、 専門里親、 養子

縁 組 里 親 そ れ ぞ れ の 委 託

里親数、 委託こ ど も 数 

【 養育里親】  

・ 委託里親数 3 8 3  

・ 委託こ ど も 数 4 4 7  

【 専門里親】  

・ 委託里親数 ５  

・ 委託こ ど も 数 ５  

【 養子縁組里親】  

・ 委託里親数 4 9  

・ 委託こ ど も 数 5 1  

 

増やす 

共通 新規ホ ーム 数、委託こ ど も

数 
新規 ２ ホ ーム  

委託こ ど も 数 1 2 0  
増やす 

共通 里親登録（ 認定） に 対する

委 託 里 親 の 割合  年 度 末

現在）  

令和５ 年度末現在 

里親登録数 1 ,1 9 １  

委託里親数 4 5 3  

増やす 

取組２ －１  里 親 支援 セ ン タ ー の 設 置

数 —  

フ ォ ス タ リ ン グ 機

関の実施状況を 評

価の上で検討 
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取組２ －１  民 間 フ ォ ス タ リ ン グ 機 関

の設置数 
8 児相 都内全域 

取組２ －１  児 童 相談 所 に お け る 里 親

等支援体制の 整備 

フ ォ ス タ リ ン グ 機関事業

の 実施８ か 所 
都内全域 

取組２ －２  基礎研修、 登録前研修、 更

新 研 修 な ど の 必 須 研 修 以

外の研修の 実施回数、受講

者数 

９ ６ 回 延べ 1 ,0 1 4 人 

（ 東京都実施分の み）  
増やす 

取組３ －１  児 童 相談 所 を 通 じ た 特 別

養子縁組の 成立件数 
令和５ 年度 ３ ６ 件 

必要に 応じ た 対応

の着実な 実施 

取組３ －２  民 間 あ っ せ ん 機 関 を 通 じ

た 特 別 養 子 縁組 の 成 立 件

数 

 

令和５ 年度 ０ 件 

（ 東京都所管分の み）  
—  

取組３ －１  親 と の 交 流 の 途 絶 え た ケ

ース 、 親の行方不明、 特別

養 子 縁 組 不 同意 ケ ー ス 等

に 係 る 児 童 相談 所 長 に よ

る 特 別 養 子 適格 の 確 認 の

審判の 申立件数 

令和５ 年度申立件数２ 件

（ 東京都所管分の み）  

申立の 積極的な 検

討と 、必要に 応じ た

対応の 着実な 実施 

取組３ －２  里 親 支援 セ ン タ ー や フ ォ

ス タ リ ン グ 機関（ 児童相談

所を 含む）、 乳児院、 民間

団 体 等 に よ る 特 別 養 成 縁

組 等 の 相 談 支援 体 制 の 整

備  

フ ォ ス タ リ ン グ 機関

R 6 .4 現在８ か所 

民間あ っ せん機関 

都内５  機関 

連携強化 
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４  「  施設におけ る でき る 限り 良好な 家庭的環境の整備 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

1 施設の 小規模化・ 地域分散化の促進・ 家庭的な 養育環境( グ ループ ホ ーム 等) での 養

育を 推進 

〇 児童養護施設に おいて 、 令和６ 年３ 月１ 日時点で 、 グ ループ ホ ーム は１ ９ １ か

所、 施設の 定員に 占める 定員６ 名以下の ユニ ッ ト ケ ア は、 約６ 割を 占めて おり 、

小規模化、 地域分散化が進んでいま す。  

 

〇 乳児院に おいて も 、 家庭的な 養育環境を 目指し て おり 、 ユ ニ ッ ト の 小規模化を

進めて いま す。 定員６ 名以下の小規模ユ ニ ッ ト の 割合は、 令和６ 年３ 月１ 日時点

で約６ 割と な っ て いま す。  

 

〇 週末や夏休みな ど の期間に 、 一定の 要件を 満た し 登録を さ れた 「 フ レ ン ド ホ ー

ム 」 と の 交流を 行う こ と に よ り 、 児童養護施設や乳児院で 暮ら す児童が 家庭生活

を 体験する 場を 提供し て いま す。  

 

2 施設の 多機能化（ 里親家庭の 支援、 一時保護児童の受入等）  

〇 児童養護施設、 乳児院及び母子生活支援施設に おいて 、 シ ョ ート ス テ イ やト ワ

イ ラ イ ト ス テ イ 等の地域の 子育て 家庭への 支援を 実施し て いま す。  

 

〇 児童養護施設及び乳児院で は、 フ ォ ス タ リ ン グ 機関事業の 受託や里親支援専門

相談員 1 、里親交流支援員 2 の配置等に よ り 、里親子に 対する 支援を 行っ て いま す。  

 

〇 児童養護施設や乳児院に おい て 、 一時保護委託児童を 受け 入れる 専用ユ ニ ッ ト

を 設置し 、 一時保護委託の 受入れを 行っ て いま す。  

 
1 里親 支 援専 門相 談 員： 児 童 相 談 所 等と 連携 し て 、 里 親 委 託 の 推進 及 び里 親支 援 の 充 実 を 図 る こ と を 目

的に 配 置さ れ る  
2 里親 交 流支 援員 ： 愛着 関 係 移 行 の 援助 等き め 細か い 里 親 子 の 交流 支 援を 実施 し 、 児 童 の 里 親委 託に 向

け た 支 援を 行う こ と を 目 的 に 配 置 さ れ る   

（ 目指す方向性）  

〇 施設に おけ る 家庭的な 環境で の養育を さ ら に 進める た め、 引き 続き 、 小規模化・

地域分散化を 推進し ま す。  

 

〇 施設が 地域の 子育て 家庭や里親子の支援を 行う な ど の 多機能化を 推進し ま す。  

 

〇 障害児入所施設に 入所し て いる 児童が 、 で き る 限り 良好な 家庭的環境の 下で 支

援が受け ら れる 体制の 整備に 向け て 努めま す。  
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３  障害児入所施設に おけ る 支援 

（ １ ） 国の 動向 

〇 国の 策定要領 3 に おいて 、「 障害児入所施設に おいて も 、 被虐待児童が一定割合

生活し て いる こ と を 踏ま え 、 障害児入所施設に おい て は、 障害に 対する 正確な 理

解と 障害特性に 応じ た 環境の 提供に加え 、 で き る 限り 良好な 家庭的環境の 下で 支

援を 行う こ と が必要」 と 新た に明記さ れま し た 。  

 

 〇 ま た 、 令和６ 年度か ら 、 運営基準 4 に「 指定福祉型障害児入所施設は、 障害児が

でき る 限り 良好な 家庭的環境に おいて 指定入所支援を 受け る こ と が で き る よ う 努

めな け ればな ら な い。」 こ と が新た に明記さ れま し た 。  

  

〇 さ ら に 、 障害福祉サービ ス 等報酬改定に おいて 、 よ り 家庭的な 環境に よ る 支援

を 促進する 観点か ら 、 小規模グ ループケ ア 加算 5 も 、 よ り 小規模な ケ ア への 評価へ

見直し が行われま し た 。  

 

（ ２ ） 都の 取り 組み 

 〇 福祉型障害児入所施設は、 令和６ 年４ 月１ 日現在、 都内 8 施設、 都外 9 施設で

あ り 、 そ のう ち 、 小規模グ ループ ケ ア 加算を 算定し て いる 施設は、 都内１ 施設、

都外３ 施設で、 児童数は１ ０ ８ 名と な っ て いま す。  

  

〇 現在は、 障害児入所施設か ら 建替え や改修の 相談があ っ た 際に 、 ユ ニ ッ ト 化に

ついて も 助言を 実施し て いま す。  

 
3 「 都道 府県 社 会的 養 育 推 進 計 画の 策 定 要 領」（ 令 和 6 年 3 月 12 日付 こ 支 家 第 125 号 子 ど も 家 庭 庁 支 援

局長 通 知）  
4 第 ２ ０ 条第 ２ 項（ 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定障 害 児 入 所 施 設等 の 人員 、 設 備 及び 運 営 に 関す る 基 準 ・ 平

成 24 年 厚生 労 働省 令 第 16 号 
5 施 設の ユ ニ ッ ト 化 な ど 、 定員 10 名 ま で の 小 規模 グ ル ー プ で ケ ア （ 設 備・ 人 員 配 置 の 条件 有 ） を 実 施し

た 場 合 の 評 価（ 例 ： 定 員 ４ ～6 名 の 場 合、 320 単 位/日 を 加 算 ）  
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 課題と 取組の方向性  

＜課題１ ＞施設の 小規模化・ 地域分散化の 促進・ 家庭的な 養育環境( グ ループ ホ ーム 等)

での養育 

○  国は、「 で き る 限り 良好な 家庭的環境」 の 確保に取組み、 概ね５ 年程度を 目標に 

小規模化か つ地域分散化する こ と を 求めて いま す。  

 

〇 児童養護施設に おけ る 、 小規模グ ループケ ア （ 定員６ 名） は、 令和元年 1 0 月

3 1 日以前に、７ ～８ 名で指定さ れて いた 施設において は国の経過措置が認めら れ

て いま し た が、経過措置は令和６ 年度末で終了する こ と と な っ て いま す。し か し 、

都内の 現状で は、 一時保護所のひっ 迫状況等か ら 定員を 即時に 減少さ せる こ と は

困難と な っ て いま す。  

 

 〇 地域分散化に よ り 、 グ ループホ ーム が 増え た こ と に 伴い、 若手職員が グ ループ

ホ ーム に 配置さ れ、 運営の 中心と な る こ と も 増え て おり 、 若手職員の 育成、 フ ォ

ロ ー体制の 構築が 課題と な っ て いま す。  

 

 〇 こ れま で 、 本体施設はス ケ ールメ リ ッ ト を 活かし て ケ ア ニ ーズ の 高い児童を 受

け 入れて き ま し た 。 一方で 、 グ ループ ホ ーム の 増設に 伴い 、 本体施設の 定員を 減

少さ せて き た こ と 、 本体施設の 各ユニ ッ ト の 小規模グ ループケ ア 化を 進めた こ と

に伴い、 本体施設において も 複数職員に よ る 勤務ロ ーテ ーシ ョ ン を 組むこ と が 困

難にな っ て いま す。  

 

○ 都立児童養護施設に おいて は、 そ の 公的な 役割を 果た す中で ケ ア ニ ーズ が 高い

児童の割合が 増加し て おり 、 現行の 職員配置及び１ ユニ ッ ト 定員（ ８ 名） で は児

童の特性に 応じ た 支援が困難にな っ て き て いま す。  

 

〇 乳児院に おいて は、 特に 職員配置の 少な い夜間を 中心に 、 授乳や呼吸確認な ど

の 業務や、 緊急を 要する 乳児の一時保護委託の 受入を 行う 必要が あ る こ と か ら 、

小規模で の 養育を 引き 続き 実施する た め には、 職員の増配置と と も に、 職員一人

ひと り が高いス キ ルを 習得する こ と が必要で す。  
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＜課題２ ＞施設の 多機能化（ 里親家庭の支援、 一時保護児童の 受入等）  

〇 児童養護施設、 乳児院、 母子生活支援施設に は、 入所機能の みな ら ず、 在宅子

育て 家庭や里親子のニ ーズ を 踏ま え た 機能や役割の強化が 期待さ れて いま す。  

 

〇 一時保護所の 入所のひっ 迫状況か ら 、 児童養護施設や乳児院に おけ る 一時保護

委託の需要が高ま っ て おり 、 受入れ体制の 強化が 必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組２ －１ ） 施設の 多機能化の 取組の 推進 

〇 乳幼児期におけ る 家庭養育推進の た め、 乳児院におけ る 里親等委託推進に向

け た 体制の強化を し て いき ま す。  

 

〇 乳幼児を 持つ家庭の支え と し て も 、 重要な 役割を 担っ て いる 乳児院で は、 里親

交流支援員の配置を 継続する と と も に、 特別養子縁組推進員を 配置し 、 今後、 地

域や里親家庭の ニ ーズ を 捉え た 取組を 展開し て いき ま す。  

 

〇 地域の 子育て 支援の場と し て 、 児童養護施設や乳児院、 母子生活支援施設の さ

ら な る 活用を 検討し て いき ま す。  

（ 取組１ ） 小規模化及び地域分散化の 促進 

〇 施設におけ る 家庭的な 環境での養育を さ ら に進める た め、 引き 続き 、 小規模

化・ 地域分散化に対応する グ ループホ ーム の 設置を 支援し ま す。  

 

〇 小規模化や地域分散化を 進める にあ た っ て は、 代替養育の必要な 児童の見込 

数を 踏ま え 、 保護が必要な 児童の 行き 場がな く な る こ と が な いよ う 、 必要な 定 

員数を 確保し ま す。  

 

〇 グ ループホ ーム に 勤務する 職員が孤立する こ と のな いよ う 、グ ループホ ーム の

特性を 踏ま え た 、 職員の 負担軽減の た め の 体制構築を 引き 続き 支援し て い き ま

す。  

 

〇 児童養護施設の本体施設の小規模化に 伴い、職員体制の 充実に 向け た 支援を 実

施し て いき ま す。  

 

○ 都立児童養護施設において も 、将来の代替養育を 必要と する 児童数を 踏ま え な

がら 、 引き 続き 小規模化・ 地域分散化の 整備を 計画的・ 段階的に進めて いく と と

も に、 職員の体制強化や定員の見直し を 図っ て いき ま す。  
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＜課題３ ＞障害児入所施設のユニ ッ ト 化 

〇 障害児入所施設の ユニ ッ ト 化にあ た っ て は、 居室、 居間、 食堂、 入所し て いる

障害児が 相互に 交流で き る 場所な ど が 必要と な る た め 、 施設の 建て 替え や改修等の

ハード 面の 整備が 必要です。  

 

〇 ま た 、 小規模グ ループ ケ ア 加算を 算定する た めに は、 ハード 面の整備の ほ か 、

ソ フ ト 面の 対応も 必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組３ ） 障害児入所施設に おけ る でき る 限り 良好な 家庭的環境の整備 

 〇 引き 続き 、障害児入所施設に 対し 、運営費や施設整備費補助等を 行う と と も に、

ユ ニ ッ ト 化への助言や財政支援の 適切な 周知を 行い、でき る 限り 良好な 家庭的環

境の整備に 向け て 努めて いき ま す。  

 

（ 取組２ －２ ）  一時保護委託の受入れ促進 

 〇 引き 続き 、乳児院や児童養護施設に おけ る 一時保護委託の 受入れを 実施し て い 

き ま す。  

 

〇 乳児院で進めて いる 一時保護委託の体制構築に 向け た 支援に ついて 、児童養護

施設に おいて も 実施し て いき ま す。  

 

〇 乳児院に おけ る 三才以上の 一時保護委託の 受入促進に 向け た 支援を 継続する

と と も に、 児童養護施設に おいて も 、 一時保護委託の体制構築に 向け た 支援を 実

施し て いき ま す。  
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 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

取組１ -１  グ ループホ ーム の 定員数 1 ,1 0 6 名 

（ 令和６ 年３ 月 1 日）  
増やす 

取組１ -１  児 童 養 護 施 設 定 員 に 占 め る

定 員 ６ 名 以 下 の ユ ニ ッ ト の

割合 

6 0 .4 ％ 

（ 令和６ 年９ 月 1 日）  
上げる  

取組１ －１  乳 児 院 定 員 に 占 め る 定 員 ６

名以下のユニ ッ ト の割合 

5 9 .8 ％ 

（ 令和６ 年４ 月１ 日）  
上げる  

取組１ －２  一 時 保 護 専 用 施 設 の 整 備 施

設数 

（ 一 時 保 護 委 託 専 用 ユ ニ ッ

ト ）  

乳児院 

４ 箇所 

児童養護施設 

１ 箇所 

増やす 

取組１ －２  里親支援セ ン タ ー、 里親養育

包括支援（ フ ォ ス タ リ ン グ ）

事業の 実施施設数 

フ ォ ス タ リ ン グ 機関 

６ 施設 

（ 都全域９ 施設）  

全児相ご と に

設置 

取組１ －２  区 市 町 村 の 家 庭 支 援 事 業 を

委託さ れて いる 施設数（ 事業

ご と ）  

区市町村調査集計中 

（ 令和７ 年１ 月完了見

込み）  

増やす 
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５  「  心理的・ 治療的ケ ア が必要な 子供への 専門的な 支援の充実 」  

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

1 施設に おけ る 専門的な ケ ア  

＜児童養護施設＞ 

〇 児童養護施設に おいて 、 情緒面・ 行動面で 重い課題を 抱え る 児童や、 医療が 必

要な 児童な ど ケ ア ニ ーズ が 高い児童が増加し て いま す。  

 

〇 都は、 民間児童養護施設に おいて 、 児童への 専門的ケ ア を 充実する た め、 精神

科医と 心理職員を 配置する 専門機能強化型児童養護施設に 対する 支援を 行っ て い

ま す。  

 

〇 東京都石神井学園において 、 平成 2 7 年度か ら 虐待等によ る 重篤な 症状を 持つ

児童に 対し て 、 生活支援・ 医療・ 教育を 一体的に 提供する 連携型専門ケ ア 機能モ

デル事業を 実施し て いま す。  

 

＜児童自立支援施設＞ 

〇 児童自立支援施設は、 主に、 非行を 主訴と する 児童が入所する 施設であ り 、 日課や

学習な ど 枠組みのあ る 規則正し い生活の中で、 児童に心身と も に安定し た 安心でき る

生活環境を 提供する こ と によ り 、 児童が生活習慣を 身に着け、 将来、 社会で自立し た

生活ができ る よ う 支援し て き ま し た 。 し かし 近年は、 虐待によ る ト ラ ウ マ症状やア タ

ッ チメ ン ト の問題、 神経発達症によ る 様々な 特性を 抱え て いる た めにケ ア ニ ーズ が高

く 、 個別的・ 専門的な 支援を 必要と する 児童が増加し て いま す。  

 

＜児童自立生活援助事業（ 自立援助ホ ーム ） ＞ 

〇 自立援助ホ ーム は、 従来は児童養護施設な ど 他の児童福祉施設を 経由し て か ら  

の入居が一般的で し た が、 近年は、 家庭か ら 入居する 児童が増加し て いま す。  

 

＜乳児院＞ 

〇 児童への専門的ケ ア を 充実する た め、 精神科医や心理職な ど の専門職員を 配置 

する 支援を 実施し て いま す。  

 

（ 目指す方向性）  

〇 施設に おけ る ケ ア ニ ーズ が高い児童への専門的な 支援体制の 更な る 充実を 図り  

ま す。  

 

〇 児童相談所に おけ る 児童、 施設等関係機関への 支援の 更な る 充実を 図り ま す。  
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〇 常時医療及び看護が必要な 病虚弱児等の 養育の向上を 図る た め、 看護師を 増配 

置し て 受入体制を 整備する 事業を 実施し て いま す。  

 

2 児童相談所におけ る 専門的な ケ ア  

 ＜ケ ア ニ ーズ が 高い児童への専門的な 支援＞ 

〇 児相相談セ ン タ ーにおいて 、 問題行動が 見ら れる 在宅指導児童や施設入所児童

等に対する 治療指導、 措置中に不適応を 起こ し た 児童への 一時保護によ る 緊急宿

泊治療を 実施し て いま す。  

 

〇 虐待が 発生し た 家族に は、 保護者が 適切な 養育行動を 身に付け ら れる よ う 支援 

する と と も に、親子の 愛着関係を 修復する 治療的・ 教育的援助を 実施し て いま す。  

 

〇 加え て 、 心理治療的な ケ ア や入院等を 必要と する 児童を 適切に 医療に つな げる

取り 組みも 実施し て いま す。  

 

 ＜児童養護施設等の 関係機関への支援＞ 

〇 児童養護施設等に おいて は、 虐待に よ る ト ラ ウ マ や、 愛着障害等の 課題を も つ

児童が 問題行動を 起こ し 、 施設か ら 一時保護所に 生活の 場を 移すな ど 施設不調に

至る ケ ース が増加し て いま す。  

 

〇 児童相談セ ン タ ーでは、 児童養護施設、 子供家庭支援セ ン タ ー等を 対象と し た

研修、 事例検討会等を 定期的に行い、 各施設に おけ る 援助者の 技術向上を 支援し

て いま す。  

 

〇 子供家庭支援セ ン タ ーに おい て も 、 心理職の 配置が進ん で いる が、 多く の 心理

職がケ ース ワ ーク を 担っ て おり 、 十分に 専門職と し て の 専門性を 発揮で き て いな

い実態も 見ら れま す。  
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 課題と 取組の方向性  

＜課題１ ＞ケ ア ニ ーズ の高い児童の受け 皿の 確保 

〇 施設で 養育が 必要な 児童を 確実に受け 入れら れる よ う 、 年々、 増加し て いる ケ  

 ア ニ ーズ の高い児童の受け 入れ体制の 確保が必要です。  

 

〇 都立児童養護施設において は、 情緒面・ 行動面の問題を 抱え る 中高生な ど ケ ア  

ニ ーズ が高い児童を 確実に 受け 入れる と いう 公的な 役割（ セ ーフ テ ィ ネ ッ ト ） が  

求めら れま す。 ま た 、 都立児童養護施設の 児童居室は個室化が 完了し て おら ず、

ケ ア ニ ーズ が 高い児童やプ ラ イ バシ ーへの 配慮を 要する 中高生の 増加への 対応が

必要で す。  

 

〇 都立児童養護施設の公的な 役割（ セ ーフ テ ィ ーネ ッ ト ） を 踏ま え 、 連携型専門

ケ ア 機能モ デル事業の 充実必要で す。  

 

〇 児童自立支援施設の入所児童の多く は、 近年、 虐待に よ る ト ラ ウ マ 症状やア タ

ッ チメ ン ト の 問題、 神経発達症に よ る 様々な 特性を 抱え て い る な ど ケ ア ニ ーズ が

高く 、規則正し い枠組みのあ る 生活に馴染みにく く な っ て いま す。し か し な が ら 、

児童への 心理ケ ア やケ ア ワ ーカ ー等への 心理教育を 十分に 行え る よ う な 心理職の

職員体制に な っ て いま せん 。 ま た 、 心理職の 専門性を 発揮する た め のス ーパーバ

イ ズ 体制が 不十分で す。 さ ら には、 児童の特性変化を 踏ま え た 寮運営と 施設環境

の整備が求めら れて おり ま す。  

 

〇 乳児院で も ケ ア ニ ーズ の 高い 児童が 増加し て おり 、 心身の 発達と と も に 行動面

に 問題が 現れる 児童も 存在し ま す。 現行の体制で は、 児童への 対応が困難な 状況

にあ り 、 受け 入れ体制の確保が必要です。  
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（ 取組１ －２ ） 児童自立支援施設に おけ る 支援体制の強化 

○ 寮の 児童定員の見直し に よ り 、 児童の個別的・ 専門的な 支援を き め細か く 行

う と と も に 、 児童の安定し た 環境を 確保する た めの 個室化を 進めて いき ま す。

ま た 、 ケ ア ニ ーズ の高い児童への 個別的ケ ア の 充実を 図る た め、 寮職員の 増員

を 図っ て いき ま す。 将来的な 増員も 見据え 、 若手職員の育成や寮におけ る 支援

のマ ネ ジ メ ン ト 体制を 含めた 職員体制を 強化し て いき ま す。  

 

〇 特別な 支援を 必要と する 児童への対応を 行う た め、 心理職の増員及び心理担

当部署の 設置を 図る と と も に、 心理ケ ア の専門性を 向上さ せる た めに ス ーパー

バイ ズ 体制を 構築し ま す。  

 

〇 医療機関と のネ ッ ト ワ ーク 構築及び施設コ ン サルを 進める 児童相談セ ン タ ー 

と の連携強化を 進め、 心理的・ 治療的な ケ ア 等が 必要な 児童を 円滑に 医療につ 

な げて いき ま す。  

 

（ 取組１ －１ ） 児童養護施設に おけ る 支援体制の強化 

〇 施設で養育が 必要な 児童を 確実に 受け 入れら れる よ う 定員数を 確保する と と

も に 、 ケ ア ニ ーズ の 高い児童を 受け 入れる た めの 専門機能強化型児童養護施設

の 体制強化を 検討し 、 全て の児童養護施設が 「 専門機能強化型児童養護施設」

の指定要件を 備え る よ う 、 施設に 働き かけ て いき ま す。  

 

〇 本体施設を 少人数（ 将来的に は４ 人ま で） の 生活単位で運営する こ と につい 

て 、 代替養育のニ ーズ や職員配置な ど 施設運営に おけ る 課題を 踏ま え な が ら 、  

対応を 検討し て いき ま す。  

 

〇 都立児童養護施設は、 引き 続き 公的な 役割（ セ ーフ テ ィ ネ ッ ト ） を 担う た め、

そ れぞれの地理的な 条件等を 活か し な が ら 、 職員の 配置増な ど によ り 支援体制

の 強化を 検討し ま す。 ま た 、 老朽化し た 施設の改築・ 改修等に 併せて 、 居室の

個室化やク ールダ ウ ン ス ペース の 設置な ど 、 ケ ア ニ ーズ の 高い 児童や中高生へ

のケ ア を 充実する た めの環境を 整備し ま す。  

 

〇 連携型専門ケ ア 機能事業において 、 ケ ア ニ ーズ が高く 施設ケ ア の必要な 一時

保護児童や里親委託ケ ース の受入れを 検討する と と も に、 こ れま で の 支援の ノ

ウ ハウ を 都内の 児童養護施設や学校等に還元し て いき ま す。  
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＜課題２ ＞児童相談所におけ る 児童、 施設等関係機関への 支援の 充実 

〇 児童相談セ ン タ ーにおけ る 治療指導機能の 更な る 充実に 加え 、 心理治療的な ケ

ア や入院等が必要な 児童を 円滑に 医療につな げる 体制づく り が必要です。  

 

〇 児童相談セ ン タ ーによ る 、 児童養護施設や子供家庭支援セ ン タ ー等の 関係機関

への更な る 支援が 必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組１ －３ ） 自立援助ホ ーム に おけ る 支援体制の 強化 

〇 児童養護施設と 同様に課題を 抱え る 児童が 増え て いる こ と か ら 、 個別ケ ア や

心理担当な ど 専門的な 支援体制の 強化を 検討し て いき ま す。  

（ 取組１ －４ ） 乳児院におけ る 支援体制の強化 

〇 虐待や疾病・ 障害等を 理由に 入所する 児童やそ の 保護者等に 対し て 、 医師や心

理士な ど の 専門的な 知識や技術を 有する 者に よ る 、一人一人の状態に応じ た ケ ア

を 引き 続き 実施し て いき ま す。  

  ま た 、 措置し た 児童の家庭復帰、 里親や児童養護施設等への 措置変更を 見据 

え 、 児童の ア セ ス メ ン ト や関係機関と の調整を 推進し ま す。  

 

〇 看護師の増配置に よ る 病虚弱児等の受け 入れ体制の整備を 継続する と と も に、

重篤な 児童を 受け 入れる 場合は、 さ ら に 看護師を 増配置する こ と によ り 、 受け 入

れ体制の強化を 引き 続き 実施し て いき ま す。  

（ 取組２ －１ ） ケ ア ニ ーズ が 高い児童への 専門的な 支援の充実 

〇 児童相談セ ン タ ーにおけ る 緊急宿泊治療の枠を 拡大し ま す。  

 

〇 心理治療的な ケ ア や入院等が 必要な 児童が 円滑に 医療に つな が る よ う 児童精

神科病床を 有する 医療機関と のネ ッ ト ワ ーク を 構築し ま す。  

 

（ 取組２ －２ ） 児童養護施設等の 関係機関への支援の充実  

〇 児童相談セ ン タ ーによ る 児童養護施設等への コ ン サルテ ィ ン グ を 実施し 、施設

のケ ア ニ ーズ が高い児童への対応力を 強化し ま す。  

 

〇 子供家庭支援セ ン タ ーの心理職が児童相談所と 連携し 、専門的な 支援が行え る

よ う 都のガ イ ド ラ イ ン を 策定する 等、 専門性向上に向け た 取組を 検討し ま す。  
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 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

取 組 １ -

１  

専門機能強化型児童養護施設 

の実施施設数 

4 0 施設 

（ 令和６ 年 6 月 1 日）  
全施設 

取 組 1 －

2  

乳児院の家庭養育推進事業 ９ 施設 

（ 令和６ 年６ 月１ 日）  
全施設 

取 組 １ -

３  

乳児院の医療体制整備事業 ２ 施設 

（ 令和６ 年６ 月１ 日）  
継続 
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６ 「 社会的養護のもとで育つ子供たちの自立支援 」 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・これまでの取組  

 

1 社会的養護のもとで育つ子供たちの自立支援 

〇 都は、児童養護施設及び自立援助ホームに、自立支援担当職員（自立支援コー

ディネーター、ジョブ・トレーナー）を配置し、入所中から退所後の児童の自立

に向けた支援を実施してきました。 

 

〇 高等学校に在学中の児童の生活にかかる経費の実態を踏まえ、独自に学習支援 

に係る経費を支援しています。 

 

〇 児童自立支援施設では、入所中に構築した職員と児童との間の信頼関係を活か

して、退所後の生活の安定や自立を支援しています。 

 

〇 社会的養護経験者等を対象に、就労や生活の悩みなどを相談でき、同じ悩みを

抱える者同士が集える場所として、ふらっとホーム（社会的養護自立支援拠点事

業）を都内３か所で実施しています。 

 

〇 改正児童福祉法において、児童自立生活援助事業（児童養護施設の退所児童等

に生活指導等を行うことで社会的に自立するよう援助する事業）年齢制限の撤廃

及び実施場所の拡充、社会的養護経験者等の実状把握及びその自立のために必要

な援助を行うことが都道府県に対し義務化されました。 

 

〇 都は施設退所（措置解除）時の支援や、退所後（措置解除後）の生活・就労に

関する課題、退所者のニーズを把握し、施策に活用することを目的として、「東京

都における児童養護施設等退所者の実態調査」を令和 2 年度に実施しています。

この結果から、社会的養護経験者等に対するアフターケアの充実の必要性が高い

ことがわかります。 

施設退所に関する主な調査結果は以下のとおりです。 

 

 

 

（目指す方向性） 

〇 施設等で生活する児童の退所後の生活や進学、就労に向けた自立支援を推進し 

 ます。 

 

〇 社会的養護経験者の実情を把握し、その自立のために必要な援助を促進します。 
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退所の際に、 
退所を希望していたか  

希望をしていた 希望していなかった その他 
70.3% 18.6% 11.2% 

 

退所に向けたサポー
ト 

よかった まあよかった 
どちらともいえ

ない 
その他 

51.8% 18.2％ 11.0% 19.0％ 
 

施設等退所者の相談支援機
関の認知・利用状況  

ある ない  相談支援機関があることを知らなかった  
13.4% 61.6% 25.0% 

 

 課題と取組の方向性  

＜課題１＞ 社会的養護経験者等に対するアフターケアの充実 

〇 社会的養護経験者等がどのような支援を必要としているかなど、その実 

 状やニーズを把握することが必要です。 

 

〇 児童養護施設等において、入所中から退所後も継続して、自立を支援するため

の取組の強化が必要です。 

 

〇 児童自立支援施設には、アフターケアを担う専任職員「自立支援担当職員」が

配置されておらず、退所者等からの希望が場合に、出身寮の職員が中心となって、

入所児童への支援の合間に可能な範囲で対応している状況です。このため、退所

後も関係機関と連携したアフターケアが十分実施できる体制となっていないこと

が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組１－１）社会的養護経験者等の実態把握と関係機関の連携強化 

〇 社会的養護経験者や関係機関が構成員となる社会的養護自立支援協議会を設

置し、関係機関の連携を強化していきます。 

 

〇 社会的養護経験者等の実態と支援ニーズを把握するための実態調査を実施し

ます。 
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（取組１－２）施設等における支援体制の強化 

〇 引き続き、児童養護施設や自立援助ホームに入所中の児童の退所後の生活や進 

学、就労に向けた自立支援を推進するため、自立支援担当職員の配置と専門性の 

確保を支援します。 

 

〇 児童養護施設等が措置解除後も退所者等とつながり、必要な支援を行うため

の交流会等の取組を支援します。 

 

〇 児童自立支援施設において、入所時から退所後まで一貫したアフターケアを

計画的かつ継続的に実施できるよう体制を強化していきます。各児童自立支援

施設にアフターケア業務を専属で担う「自立支援担当職員」の配置を図ってい

きます。 

 

〇 社会的養護自立支援協議会での検討等を踏まえ、ニーズに応じた児童自立生 

活援助事業の実施を検討します。 

 

〇 社会的養護自立支援拠点事業の機能を拡充します。 

 

〇 家庭復帰や里親委託により乳児院を退所した後は、児童及び保護者へのアフ

ターケアが自立支援と捉えられます。乳児院退所後は、地域の子ども家庭支援

センターや関係者会議・要保護対策協議会等での対応方針等を共有し、地域で

自立できる体制の確保について検討します。 
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 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

１-２ 児童自立生活援助事業の実施箇

所数 

Ⅰ型1：18 箇所 

Ⅱ型・Ⅲ型：０箇所 

(令和６年 4 月時点) 

増やす 

１-２ 社会的養護自立支援拠点事業の

整備箇所数 
３箇所(都所管) 

（令和６年４月時点） 

実態調査を踏

まえ協議会で

検討 

 

 
2 

 
1 Ⅰ型：自立援助ホーム Ⅱ型：母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、

児童自立支援施設 Ⅲ型：ファミリーホーム、里親  
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７「 児童相談体制の強化 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・これまでの取組  

 

１ 都児童相談所の体制強化 

（１）都児童相談所の人員体制・専門性の強化 

 

 ○ 都の児童虐待相談対応件数は年々増加しており、重篤な虐待ケースや精神疾患

がある保護者への対応など、対応が困難なケースも増加しています。 

  

 ○ 経験年数２年以下の職員が、児童福祉司・児童心理司ともに５割弱となってお

り、経験が浅い職員が増加しています。 

 

 ○ 児童虐待に迅速かつ的確に対応するため、児童福祉司や児童心理司を増員する

ほか、困難ケースへの対応にあたり、職員に助言・指導等を行う専門課長を配置し

ています。 

 

 ○ 人材確保のための専任チームを設け、大学や養成機関への訪問を行うほか、人

材育成のためのトレーニングセンターを設置し、実践的な研修を実施しています。 

 

（２）都児童相談所の管轄区域の見直し、都児童相談所と子供家庭支援センターの連

携拠点の強化 

 〇 令和３年７月に公布された児童相談所設置の基準を定める政令（管轄人口おお

むね 50 万人以下）等を踏まえ、管轄区域の見直しや新設による区域再編に向け

た対応を実施しています。  

 

 〇 児童相談に係る都と区市町村の相互連携の強化を図るため、都児童相談所と子

供家庭支援センターの連携拠点（サテライトオフィス）を設置しています。 

 

（目指す方向性） 

１ 都児童相談所の体制強化 

○ 都児童相談所の人員体制・専門性を強化します 

○ 都児童相談所の管轄区域の見直し、都児童相談所と子供家庭支援センターの連

携拠点の強化をします 

 

２ 都と区市町村が一体となった児童相談体制の確保に向けた取組 

○ 区立児童相談所を含む東京全体の児童相談業務の総合調整機能を強化します 

〇 都児童相談所と子供家庭支援センターの相互連携を強化します 
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２ 都と区市町村が一体となった児童相談体制の確保に向けた取組 

（１）区立児童相談所を含む東京全体の児童相談業務の総合調整機能の強化 

  

〇 都においては、令和 6 年 10 月現在、11 か所の都立児童相談所、９か所の区

立児童相談所、85 か所（61 区市町村）の子供家庭支援センターが設置されてい

ます。 

 

 〇 東京では、トー横問題等、単一の自治体では解決できない広域的、専門的な課

題が顕在化しています。 

 

 〇 これを踏まえ、都は、令和６年度、区立児童相談所を含む東京全体の総合調整

機能を担当する「総合連携担当」を都児童相談センターに設置しました。 

 

（２）都児童相談所と子供家庭支援センターの相互連携の強化 

 ① 都児童相談所サテライトオフィスによる連携 

 〇 令和 2 年 7 月に練馬区子供家庭支援センター内（※1）、令和 3 年 12 月に台

東区子ども家庭支援センター内（※２）、令和 4 年 4 月に渋谷区子供家庭支援セ

ンター内、令和６年 11 月に墨田区子育て支援総合センター内に、都の児童相談

所の連携拠点（サテライトオフィス）を設置しました。 

※1 令和６年６月の都立練馬児童相談所の開設により発展的に終了 

※２ 台東区・中央区との共同設置 

 

〇 都の児童相談所職員が、定期的及び必要時に連携拠点（サテライトオフィス）

で業務を行うとともに、必要な児童虐待事案等について、連携拠点を活用し、情

報共有、合同調査等を実施しています。 

 

 ② 子供家庭支援センター分室による連携 

 〇 令和 5 年 7 月に新宿区子供家庭支援センターの分室を都の児童相談センター内

に、令和６年１０月に足立区こども家庭相談課の分室を都の足立児相内に設置し

ました。 

 

〇 子供家庭支援センター職員が、常時、分室で業務を行うとともに、児童虐待相

談等について情報共有、虐待通告時の調査や面接等を合同で実施しています。 

 

 ③ 都児童相談所・子供家庭支援センターの一体型拠点による連携 

 〇 令和 6 年 6 月、東京都練馬児童相談所を練馬区子供家庭支援センターと同一の

施設内に設置しました。 

 

〇 虐待通告に対する初期対応機関の振り分けの実施、日常的な合同ケース会議の

開催、合同家庭訪問・面接、合同研修などにより、児童相談所と子供家庭支援セ
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ンターが緊密に連携しています。 

 

 

 課題と取組の方向性  

１ 都児童相談所の体制強化 

＜課題１＞都児童相談所の人員体制・専門性の強化 

〇 児童福祉司の配置基準は、平成 28 年の政令改正により、人口おおむね４万人

から７万人までに対して１人とされていたものが、平成 31 年４月以降は、人口

４万人に対して１人が標準とされ、さらに、令和４年度に、人口３万人に１人の

配置に引き上げられたため、現状、職員定数が配置基準に足りていません。 

 

 〇 児童福祉司、児童心理司の増員を進める中で、経験年数の浅い職員の割合が増

加しており、一層効果的な人材育成を図っていく必要があります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組１－１）人員体制の強化 

〇 児童福祉司には高い専門性が求められるため、必要な人材確保はもとより、

人材育成をしていくことが重要であり、引続き、国の配置基準等を踏まえ、計

画的に増員します。 

 

○ 計画的な人員確保を進めるために、多様なリクルート活動など、採用選考にお

ける取組を実施していきます。 

 

○ 職員確保及び定着支援に向けて、児童相談所職員住宅としての民間賃貸住宅借

り上げなど、インセンティブとなる取組の拡充を進めていきます。 

（取組１－２）実践的な研修の充実 

 〇 都トレーニングセンターにおけるロールプレイング形式の演習型研修を充実

します。 

（取組１－３）サポート体制の充実 

 〇 新たに採用した職員が環境の変化やギャップに対応できるよう、採用前から採

用後にかけての職員へのサポート体制を充実します。 
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＜課題２＞都児童相談所の管轄区域の見直し、都児童相談所と子供家庭支援センター

の連携拠点の強化 

〇 虐待に関する相談件数は年々増加しており、相談体制を強化し、迅速な対応に

つなげていくため、多摩地域及び区部における都児童相談所の整備を進めていく

ことが必要です。 

 

〇 引き続き、区市町村との連携を通じた、きめ細かな相談支援体制を確立するた

め、サテライトオフィスの設置を推進することが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組２－１）都児童相談所の新設によるきめ細かな相談支援体制の確立 

〇 国の政令基準（管轄人口おおむね 50 万人以下）等を踏まえ、区部及び多摩

地域における都児童相談所の新設を進め、地域に根差したきめ細かな相談支援

体制を確立します。 

 

 

 

 

 

 

（取組２－２）サテライトオフィスの設置促進 

 〇 都児童相談所のサテライトオフィスの設置を促進し、都と区市町村の連携を一

層強化します。 

今後の新設予定 

町田児童相談所（仮称）（Ｒ７年度）、大田区に設置する新たな児童相談所（Ｒ8 年

度）、多摩中部児童相談所（仮称）（Ｒ11 年度）、西多摩児童相談所（仮称）（Ｒ13

年度）、また、目黒区に設置する新たな児童相談所の設置に向けた検討（R13 年度

までを目途に） 

今後の新設予定等 

 検討中    目黒区こども家庭センター内サテライトオフィスの設置 
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２ 都と区市町村が一体となった児童相談体制の確保に向けた取組 

＜課題３＞区立児童相談所を含む東京全体の児童相談業務の総合調整機能の強化 

○ 児相設置自治体間や、児童相談所と子供家庭支援センター間の調整において、

相談援助業務のルールの解釈や認識の違いにより、手続が円滑に進まない事例が

発生しています。 

 

〇 一時保護児童の入所先施設が見つからず、一時保護長期化の一因となるととも

に、児童福祉司個人による入所打診等が繰り返されるなど、職員の負担も増大し

ています。 

 

〇 児童相談所では、困難な法的対応やケアニーズの高い児童への支援等、大都市

特有の困難ケースに直面しています。また、子供家庭支援センターにおいても法

的対応など様々なケースに対応しています。 

 

〇 児童相談所、子供家庭支援センターともに、経験豊富な職員の確保・育成に苦

慮しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組３）東京全体の児童相談業務の総合調整機能の発揮に向けた取組 

 ○ 都児童相談センターの体制を強化し、東京全体の児童相談業務の総合調整機能

の発揮に向け、以下の取組を推進します。 

【相談援助業務の標準化】 

・児童相談所の業務に係る既存のルールの解釈等を確認・検証し、東京の実情を

踏まえた都区共通の新たなガイドライン等の策定を検討します。 

・児童相談所と子供家庭支援センター間の連絡調整に係るルールを検証し、必要

な見直しを実施します。 

・児童養護施設の入所調整の効率化に向けた都区共通の仕組みづくりを検討しま

す。 

 

【個別ケースに係る専門的支援】 

・都内全体での専門性向上のために、困難ケースや好事例等、対応事例を全自治

体で共有するための仕組みを構築します。 

・区立児童相談所や子供家庭支援センターにおける個別の困難事例について、専

門相談を受け付ける窓口の設置を検討します。 

 

【人材育成の共同推進】 

・都児童相談所、区立児童相談所、子供家庭支援センターにおける合同研修と人

事交流の取組を進め、専門性の向上と「顔の見える関係」を構築します。 
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＜課題４＞都児童相談所と子供家庭支援センターの相互連携の強化 

○ 都と区市町村できめ細かな相談支援体制を早期に確立することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 評価指標  

取組 指標名 現状 目標値 

（１） 

取組１－１ 

〇 第 三 者 評 価 を 実 施

し て い る 児 童 相 談 所

数 

６か所 全児童相談所 

（１） 

取組１－１ 

〇児童福祉司、児童心

理司の配置数 

定数は、児童福祉司５０７名、

児童心理司２５１名となってお

り、国の政令基準を満たしてい

ない（令和６年４月１日時点） 

国の政令基準

の達成・維持  

（１） 

取組１－１ 

〇 市 町 村 支 援 児 童 福

祉司の配置数 

２名（定数） 

（令和６年４月１日時点） 

国の政令基準

の達成・維持 

（１） 

取組１－１ 

〇 児 童 福 祉 司 ス ー パ

ーバイザーの配置数 

６６名（課長代理の定数） 

（令和６年４月１日時点） 

必要に応じて

体制を強化 

（１） 

取組１－１ 

〇医師の定数（常勤・

非常勤の内訳含む） 

常勤７人、非常勤 21 人 

（令和６年４月１日時点） 

必要人員を確

保 

（１） 

取組１－１ 

〇 保 健 師 の 定 数 （ 常

勤 ・ 非 常 勤 の 内 訳 含

む） 

非常勤 12 人 

（令和６年４月１日時点） 

必要人員を確

保 

（１） 

取組１－１ 

〇 弁 護 士 の 定 数 （ 常

勤 ・ 非 常 勤 の 内 訳 含

む） 

非常勤 1２人 

（令和６年４月１日時点） 

必要人員を確

保 

（1） 

取組２－１ 

〇 児 童 相 談 所 の 管 轄

人口（100 万人を超

えている場合は、推移

も） 

児童相談センター：129 万人、

江東児相：82 万人、品川児相：

142 万人、杉並児相：91 万人、 

北児相 36 万人、足立児相 69

万人、練馬児相 74 万人、 

八王子児相：118 万人、立川児

相：75 万人、小平児相：116

万人、多摩児相：82 万人 （住

民基本台帳による世帯と人口 

R6.1.1 現在 ） 

人口規模など

を考慮し、児

童相談所の管

轄区域の見直

しを実施 

（取組４）都児童相談所と子供家庭支援センターとの連携拠点の充実 

 ○ 都児童相談所のサテライトオフィス、区の子供家庭支援センターの分室、１区

１児相体制による児童相談所・子供家庭支援センターの一体型拠点など、都児相

と子供家庭支援センターとの連携拠点の充実を図っていきます。 
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（２） 

取組２－１ 

〇中核市・特別区にお

け る 児 童 相 談 所 の 設

置状況 

9 区（令和 6 年 10 月時点） － 

（２） 

取組２－１ 

中核市・特別区にお

け る 児 童 相 談 所 の 今

後の設置見込（検討中

のものを含む） 

- 

令和８年度末

までに３区設

置予定 
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８ 「 一時保護児童への支援体制の強化 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・これまでの取組  

 

（１）一時保護需要に応える環境整備の推進 

① 一時保護需要を充足する体制の構築 

 ○ 都内８か所の一時保護所において、空き状況や地域性等を考慮し調整を図りな

がら、都全域の児童の受入れを実施しています。また、児童の状況や、虐待の影

響等への専門的なケアの必要性の程度に応じて、里親、児童福祉施設、医療機関

等に一時保護委託も実施しています。 

乳幼児に関しては、都内の乳児院で受け入れており、きめ細かなアセスメント

や支援を行っている。 

 

（２）個別的支援が必要な児童をケアするための人員体制 

① 適切なケアに必要な人員体制 

○   都一時保護所については、一時保護を必要とする児童が毎年 2,100 人を超えて

高止まりの状況となっています。 

 

○  「トー横キッズ」の一時的な受入れなど、大都市特有の課題が顕在化しています。 

 

○   これまで、都は、児童の安全と安心を保障し、高い入所率や児童の頻繁な入退

所等に対応するため、国が定める「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」

よりも手厚く人員を配置しています。 

 

（３）児童の権利を守るための取組の充実 

① 一時保護所における児童の権利保護 

ア 子供の権利擁護 

○   児童の権利を守り、一時保護所の生活の質を向上するため、外部評価を受審し

（目指す方向性） 

（１）  一時保護需要に応える環境整備の推進 

○  一時保護需要を充足する体制を構築します 

 

（２）  個別的支援が必要な児童をケアするための人員体制 

○  適切なケアに必要な人員体制を強化します 

 

（３）  児童の権利を守るための取組の充実 

○  一時保護所における児童の権利保護を推進します 
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ているほか、第三者委員による保護児童の意見を聴く取組も実施しています。 

 

○   さらに、令和６年度、意見表明支援員による一時保護児童の意見表明の支援を

試行開始しています。 

 

イ 子供の学習・通学 

○   一時保護所に、教員免許を有する学習指導員を配置しているほか、家庭教師の

派遣、タブレットによる習熟度に応じた個別学習の充実などを実施しています。 

 

○  必要に応じて、在籍校とも連携を図りながら、学校行事等への参加を支援してい

ます。 

 

○  高校生など、通学可能な児童は、単独通学を実施しています。 

 

ウ 家庭的環境づくり 

○   都ではユニット環境にある一時保護所は１か所あり、居室が個室となっている

保護所は２か所あります。 

 

 

 課題と取組の方向性  

（１）一時保護需要に応える環境整備の推進 

＜課題１＞高まる保護需要への的確な対応 

○ 虐待の相談件数は過去５年間で１．６倍に、また、警察による身柄通告数は年

間 1,300 件を超えて推移しており、一時保護所では入所定員数を超過して受入れ

を行っている状況となっています。 

 

 ○ 受入児童の権利擁護の観点から、その置かれている環境その他の事情を勘案し

ながら、地域での生活の保障や、在籍校への通学に配慮した一時保護体制の整備

が必要です。 

 

 ○ また、複雑かつ困難ケースが増加する中、施設への入所調整や里親とのマッチ

ングに時間がかかるなど、一時保護所に長期に滞留する児童が増加しています。 

 

○   乳児院においては、職員配置の少ない夜間・早朝などにも緊急を要する乳児の

一時保護委託の受入れを行っています。 
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（２）個別的支援が必要な児童により手厚いケアを行うための人員体制の強化 

＜課題２＞ケアニーズの高い児童への支援体制の強化 

○ ケアニーズが高く個別支援が必要な児童が増加しており、受け入れる児童の状

況は一層多様化・複雑化し、適切な対応にはさらなる体制の強化が必要です。 

 

○ これまで一時保護所独自の職員配置基準はなく、児童養護施設の設備運営基準

を準用しており、都は、保護所の特性を踏まえた手厚い独自基準を定めるよう、 

 国に要望していました。令和６年４月、内閣府令により、初めての一時保護所の

独自基準となる「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」が施行されました

（取組１－１）都児童相談所の一時保護需要を踏まえた体制の整備 

○ 将来的な一時保護需要を踏まえ、必要な定員を充足するよう、新たな一時保護

所の整備を実施し、入所定員数を拡充します。 

 

○ 併せて、児童養護施設や乳児院、里親、民間一時保護施設等も活用するととも

に、区児童相談所とも連携を図りながら、都内全体の一時保護需要に対応します。 

 

〇 さらに、一時保護所の定員超過を解消するため、児童養護施設において、一時

保護委託の体制構築に向けた支援を実施します。 

 

（参考）東京都一時保護所の需要推計                  単位：人 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 〜 R15

②入所定員
上段：都区合計

下段：都  児  相 （250） （250） （296） （296） （320） （350） （414）
③差（不足分）

（①−②）

648

641

(▲7)

〜

①需要推計総数

(▲57) (▲93) (▲57) (▲101)

488 534 580 624 668 663

(▲121) (▲86)

431 441 523 523 547 577

 
※②入所定員は現時点の想定案のため変動可能性あり 

（取組１－２）「１児童相談所１保護所」の整備の検討 

 ○ 子供の地域との繋がりの保障、相談部門と保護部門の連携強化の観点から「１

児童相談所１保護所」を基軸に整備を実施します。 

（取組１－３）施設等への入所調整の仕組みの構築 

 ○ 一時保護所や施設入所にかかる調整期間の短縮化を図るため、施設等への入所

調整の仕組みを構築します。 
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が、都市部の特性を十分に反映しておらず、人員配置の基準が十分ではない状況

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組２－１）権利擁護、個別ケアの観点から国基準を上回る手厚い職員配置を検討 

○ 児童の権利擁護や必要な個別ケアを確保する観点から、国調査研究等におい

て示されてきた配置基準の考え方を踏まえ、「幼児２人に対し職員は１人、学齢

児３人に対し職員１人を常時配置」する方向性で検討します。 

 

 

 

 

※ 常時配置とは、昼間、児童３人に対して常に職員１人（3 歳未満の幼児の場合は児

童２人に対して常に職員１人）を配置するという、児童の個別ケアに着目した新た

な考え方になります。 

 

（取組２－４）手厚い人員配置に向けた人材確保の充実 

 ○ また、手厚い人員配置を実現するために、採用・リクルートの強化を図るなど、

人材確保の充実を検討します。 

 

（参考）東京都一時保護所での職員増員計画               単位：人 

 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12以降
R18まで 合計

新設 大田児童
相談所

練馬児童
相談所

町田児童
相談所

西多摩児童相談所
目黒区に設置する
新たな児童相談所
八王子児童相談所

保護所
職員数 169 177 192 218 247 277 497

増員数 +8 +15 +26 +29 +30 +220 +328
 

幼児（2 歳～3 歳未満） ：職員 ⇒ ２：１（常時配置） 

幼児（3 歳以上）、学齢児：職員 ⇒ ３：１（常時配置） 

（取組２－２）夜間帯、身柄付通告対応に係る適切な職員配置の検討 

 ○ 夜間帯においても、国の一時保護施設の設備及び運営に関する基準で示されて

いる２人以上を配置するとともに、開庁時間以外の時間における通告に係る対応

を行う職員を、別途、配置する方向性で検討します。 

（取組２－３）心理的ケアが必要な児童に対する専門的支援の強化 

 ○ 虐待などによる心の傷つき、発達障害や愛着形成上の課題、PTSD 等を抱える

児童も多いことから、一時保護所における心理職の数は、児童おおむね 10 人に

つき 1 人以上を配置します。 
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（３）児童の権利を守るための取組の充実 

＜課題３＞児童の権利擁護に係る環境整備 

○ 国の一時保護ガイドラインでは、「外出、通学、通信、面会に関する制限は、子  

どもの安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限

とする。」とされる一方、運用で、私物や通信機器の持ち込み等、一部限定してい

る状況です。 

 

○  通学支援に関しては、虐待等の児童の状況や通学距離等から、一部の保護所の

みで対応しています。通学が可能な場合にも、職員体制が手薄であるため、十分な

支援体制の確保が困難な状況です。 

 

○  家庭的な環境を確保する観点でのユニット化や、プライバシーへの配慮や、児  

童が安心して一人になれる場所を確保する観点での居室の個室化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組３－１）一時保護所における児童の権利擁護の推進 

【児童の視点に立った権利擁護の推進】 

○  一時保護所内の児童の権利制限やルールの見直し等については、子供の声を聴

きながら引き続き検討します。 

 

○  児童への入所後の生活等の説明について、分かりやすい説明の仕組やツールの

活用を実施します。 

（取組３－２）児童の置かれている環境に応じた教育・学習支援の強化 

【学習や通学への支援強化】 

○  学習環境を一層充実するため、在籍校と緊密な連携を図るとともに、引き続き

創意工夫した学習を展開します。 

 

○  児童の希望を尊重しつつ、その置かれている環境その他の事情を勘案し、通学

の支援を実施します。  

 

○  通学が可能な場合、在籍校の近くの施設や里親への委託を一層促進します。 

 

○  一時保護所からの通学を可能とするため、必要な職員体制の確保や送迎のため 

の仕組を構築します。 
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 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

（１） 

取組１－１ 

一時保護施設の定員数 250 人（民間

委託含まない） 

令和 1１年度 

350 人 （ 見 込

み・民間委託は

含まない） 

（３） 

取組３－１ 

第三者評価を実施している一時保

護施設数 

全 11 か所（民

間委託の３か

所含む） 

全児童相談所で

実施 

 

（取組３－３）ユニット化・居室の個室化に向けた施設整備 

【家庭的な環境を実現するための施設整備】 

 ○ 新設する一時保護所について、原則６人以下のユニット化及び個室化を実現 

します。 

 

○   既存一時保護所についても、ユニット化・居室の個室化への手法を検討しま

す。 
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９  「  子供と 子育て 家庭を 支え る 専門人材の確保・ 育成・ 定着 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

 

①   児童相談所所の 専門人材の 確保・ 育成・ 定着 

〇 リ ク ルート チーム によ る 大学・ 養成校等への 出前講座を 実施し て いま す。 実習

生の受入れ、 広報動画によ り 児童相談所の 魅力を Ｐ Ｒ し て いま す。  

 

〇 多様な 採用選考を 実施し て いま す。（ 経験者選考で ロ ールプ レ イ ン グ を 導入し て

いま す。 ま た 、 令和６ 年度採用選考から 経験者１ 級職の採用も 導入し て いま す。）  

 

〇 民間賃貸の職員住宅を 確保し 若手職員が 働き やすい環境を 整備し て いま す。  

 

〇 都ト レ ーニ ン グ セ ン タ ーに おいて 、 経験の 浅い職員を 中心に ロ ールプ レ イ ン グ

形式の演習型研修を 実施し て いま す。  

 

②   子供家庭支援セ ン タ ーへの 支援 

〇 子供家庭支援セ ン タ ーの 虐待対策ワ ーカ ーや心理職な ど の 職種ご と の 研修を 実   

施し て いま す。  

 

〇 勤続満３ 年以上の 経験豊富な 虐待対策ワ ーカ ー（ 主任虐待対策ワ ーカ ー） を 配

置する 場合の財政支援を 実施し て いま す。  

 

③   こ ど も 家庭セ ン タ ーへの 支援 

 〇 児童福祉法・ 母子保健法の 改正によ り 、 児童福祉部門と 母子保健部門が 一体と

な り 妊娠期か ら 包括的な 相談支援を 実施する こ ど も 家庭セ ン タ ーの 設置が各区市

町村の 努力義務と な り ま し た 。  

都では令和６ 年度か ら 、 こ ど も 家庭セ ン タ ーに 関わる 職員への 研修を 開始し て

いま す。  

 

④   児童養護施設等におけ る 人材支援 

〇 児童養護施設職員の人材確保を 図る た め 、 実習生に対し て 丁寧な 指導が で き る

（ 目指す方向性）  

○ 都児童相談所におけ る 計画的な 専門人材の確保・ 育成・ 定着 

○ 都と 区市町村の共同に よ る 人材育成の 推進 

○ 妊産婦のニ ーズ に沿っ た 切れ目のな い支援を 実施する た めの 人材育成の推進 

〇 児童養護施設等に おけ る 専門的ケ ア が 必要な 児童に 対応する 職員の 確保・ 育成

及び定着の 推進 
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よ う 担当職員を 配置し 、 そ の代替職員確保の た めの支援を 行っ て いま す。  

 

〇 児童指導員等を 目指す者や実習を 受け た 学生等を 非常勤職員と し て 雇い上げる

取組を 支援し て いま す。  

 

〇 職員の 確保・ 育成・ 定着を 支援する た め、 児童養護施設等が 職員用の 宿舎を 借 

 り 上げた 場合に 借り 上げ経費の 一部を 支援し て いま す。  

 

〇 児童養護施設等の 専門職種職員やユ ニ ッ ト リ ーダ ー等の 育成を 図る た めの 研修

を 実施する と と も に 、 施設職員が 研修参加し やすく な る よ う 代替職員の 確保に 向

け た 取組を 支援し て いま す。  

 

 

 課題と 取組の方向性  

＜課題１ ＞ 児童相談所の 専門人材の 計画的な 確保・ 育成・ 定着が必要 

〇 都児童相談所の 児童福祉司・ 児童心理司に ついて 政令基準に 基づく 配置を 目指

すと と も に 、 新た な 保護所の 増設や手厚い職員配置に向け 、 計画的な 専門人材確

保のた めの 強化策が必要で す。  

 

〇 経験の 浅い 児童福祉司が 増加し て いる 中、 法的対応な ど 高度な 専門性が 求めら

れる 判断の 難し いケ ース が 増加し て いま す。  

 

〇 実践力の 高い専門職を 育成する た め、 保護者と の 面接ス キ ルの 習得な ど が 急務

です。  

 

〇 困難ケ ース に 対する 若手職員への 助言・ 指導を 行う ス ーパーバイ ザー・ 基幹的

職員の育成・ 増員が必要で す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組１ －１ ） 都児童相談所におけ る 計画的な 専門人材の確保・ 育成・ 定着 

〇 都児童相談セ ン タ ーに おいて 、児童福祉の人材施策を 総合的に実施する 体制を

強化し 、 専門人材の確保・ 育成・ 定着に向け た 取組を 一層推進し ま す。  

 

〇 職員確保及び定着支援に 向け て 、児童相談所職員住宅と し て の民間賃貸住宅借

り 上げな ど 、 イ ン セ ン テ ィ ブ と な る 取組の 拡充を 進めて いき ま す。  

 

〇 計画的な 人員確保を 進める た めに 、 多様な リ ク ルート 活動な ど 、 採用選考に

おけ る 取組を 実施し て いき ま す。  

 

〇 都ト レ ーニ ン グ セ ン タ ーにおけ る ロ ールプレ イ ン グ 形式の演習型研修の 充実

を し ま す。  
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＜課題２ ＞都と 区市町村の 共同に よ る 人材育成の 推進が必要 

〇 子供家庭支援セ ン タ ーに おけ る 虐待の 困難事例への対応や予防的取組が 進む中、

経験豊富な 職員の 育成や専門職の 確保・ 育成が課題と な っ て いま す。  

 

 〇 相談業務に 係る ス キ ルやノ ウ ハウ の 蓄積や継承が困難で す。  

 

 

＜課題３ ＞妊産婦のニ ーズ に沿っ た 切れ目の な い支援を 実施する た めの人材育成 

〇 こ ど も 家庭セ ン タ ー設置に 向け 、 児童福祉部門と 母子保健部門の 緊密な 連携が 必

要です。 ま た 、 妊娠期か ら ニ ーズ に沿っ て 予防的な 支援を 実施する 職員の育成が急務

です。  

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組２ ） 都と 区市町村の 共同に よ る 人材育成の 推進 

〇 都と 区市町村の合同研修や人事交流等に ついて 新た に企画実施する こ と によ

り 、 専門性の向上と 顔の見え る 関係を 構築し ま す。  

 

〇 都ト レ ーニ ン グ セ ン タ ーと 特別区職員研修所の相互研修を 実施し ま す。  

 

〇 都と 区市町村のケ ース 対応の 事例を 収集し 、 共有でき る 仕組みを 構築し  

ま す。  

（ 取組３ ） 妊産婦のニ ーズ に 沿っ た 切れ目のな い支援を 実施する 人材育成の推進 

〇 組織間の 相互理解と 連携体制構築を 目的と し た 、 子供家庭支援セ ン タ ーと 母

子保健部門の合同研修を 実施し ま す。  

 

〇 妊娠期か ら 子育て 期にか け て 切れ目のな い丁寧な 寄り 添い支援を 行う 支援者

を 育成する た め、 ス キ ルア ッ プ研修を 実施し ま す。  

 

〇 両部門の連携の核と な る 人材のマ ネ ジ メ ン ト 力を 強化する た め、統括支援員実

務研修を 実施し ま す。  

 〇 基幹的職員を 育成し Ｏ Ｊ Ｔ 体制を 強化する な ど 、 チーム マ ネ ジ メ ン ト 体制を  

強化し ま す。  

 

〇 新た に 採用し た 職員が環境の 変化やギ ャ ッ プに 対応で き る よ う 、 採用前から

採用後にか け て の 職員への サポ ート 体制を 充実し ま す。  

 

〇 職員の 専門性向上に 向け た 資格取得を 支援し 、 職員の キ ャ リ ア ア ッ プ を 図り

ま す。  

 

〇 ジ ョ ブ ロ ーテ ーシ ョ ン に よ り 多様な 職場を 経験さ せキ ャ リ ア ア ッ プを 図る こ

と によ り 、 児童分野の 優秀な 専門人材を 育成し ま す。  
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＜課題４ ＞ 児童養護施設等職員の資質及び専門性の向上 

〇 児童養護施設等で 働く 人材の 確保に向け た 更な る 取組が必要です。  

 

〇 児童養護施設等で は、 ケ ア ニ ーズ の 高い児童の養育を 担う こ と か ら 、 専門性の 

 高いケ ア を 行う 職員の人材育成が必要で す。  

 

〇 児童養護施設の 小規模化や地域分散化が 進ん で き た こ と に 伴い 、 少人数の 職員

で 児童を 養育する 体制と な っ て い る た め 、 職員の 孤立化を 防ぐ と と も に 、 メ ン タ

ルヘルス 対策が課題と な っ て いま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組４ ） 施設職員の 人材確保・ 育成に向け た 取組 

〇 社会的養護関係施設の 新規採用職員確保の イ ン セ ン テ ィ ブ と な る 取組や働き

続け ら れる 支援制度を 実施し て いき ま す。  

 

〇 職員の 専門性向上に 向け た 認定資格の 取得支援や資格取得者を 施設等に 配置

する 際の加算（ 手当） に対する 支援を 実施し ま す。  

 

〇 専門機能強化型児童養護施設に おいて 、 心理担当職員が職員のメ ン タ ルヘル

ス 対応の役割も 担え る よ う に 引き 続き 支援し ま す。  
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第４ 章 計画の進捗評価と 見直し  

 

 

 〇 本計画は、 東京都児童福祉審議会専門部会に おけ る 議論を 経て 、 東京都全体の

社会的養育の充実に向け 、 都において 取り ま と めた も ので す。  

 

 〇 本計画に おい て は、 計画の 進捗状況を 評価する た め、 計画の 記載事項ご と に 取

組や指標を 設定し て いま す。 計画の達成状況を 評価する た め、 各取組や指標の 現

状把握に必要な 調査を 毎年度実施し て いき ま す。  

計画期間中、こ の取組・ 指標等を 活用し て 、「 東京都児童福祉審議会」 において 、

計画の 達成状況の 進捗を 管理し 、 次期以降の 計画につな げて いき ま す。  

   

 〇 社会的養育の 推進に 向け て 、 本計画で は、 妊娠期か ら の 支援な ど の予防的な 取

組や、 社会的養護から の 自立の た めの 支援な ど 、 幅広い観点で 取組を 示し て いま

す。  

   計画の 達成に 向け て は、 児童福祉分野に 加え て 、 若者支援、 生活福祉、 障害者

支援な ど 、 関係する 他分野と 連携し 横断的に 取り 組み、 必要な 支援を 提供し て い

き ま す。  

 

 〇 令和２ 年度以降、 特別区に おけ る 児童相談所の設置が 進ん で いま す。 令和６ 年

度４ 月１ 日時点で ８ つの 区（ 世田谷、 荒川、 江戸川、 港、 中野、 板橋、 豊島、 葛

飾） が 児童相談所を 開設し 、 今後も 新た な 開設が予定さ れて いま す。  

一方、 都に おいて も 、 国の 政令に よ り 、 児童相談所の 所管区域の 人口が 「 基本

と し て おおむね 5 0 万人以下」 と さ れた こ と か ら 、 基準に合わせた 所管区域の見

直し や新た な 都児童相談所の 設置を 進めて おり 、 都の社会的養育を 取り 巻く 環境

は変化を 続け て いま す。  

 

〇 計画の 推進に 向け 、 進捗評価の結果や状況の 変化を 踏ま え な が ら 、 必要に 応じ

て 、 体制や取組の 抜本的な 見直し を 行い、 社会的養育の推進に努めて いき ま す。  

特に、 児童自立支援施設に ついて は「 心理的・ 治療的ケ ア の専門的支援の 充実

に 係る 集中討議」 に おけ る 議論に おいて 、 本施設に 求め ら れる 役割や今後の 方向

性に向け た 検討の 必要性が 示さ れた た め、 引き 続き 体制のあ り 方を 検討し て いき

ま す。  

さ ら に 、 計画全体に ついて も 、 計画期間の 中間年で あ る 令和９ 年度を 目安と し

て 検討を 行い、 必要な 場合に は、 計画の 見直し を 行い、 取組を 一層推進し て いく

こ と と し ま す。  
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